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会議録 平成 28 年 1 月 29 日(金) 場 所 3階 第 5研修室

会 議 名：第 10 回総務・経済常任委員会

出席委員：平野委員長、佐藤副委員長、新井田委員、竹田委員、相澤委員、手塚委員

福嶋委員、鈴木委員、吉田委員、又地委員

欠席委員：なし

会議時間 午前 10 時 00 分～午後 3時 27 分

事 務 局 吉 田、西 嶋

開 会

1 ．委員長挨拶

平野委員長 皆さん、おはようございます。

ただいまから第 10 回総務・経済常任委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は 9名でございます。福嶋克彦委員より遅刻の届出がございました。

よって、委員会条例第 14 条の規定による委員定足数に達しておりますので、会議は成立

いたしました。

それでは、会議次第を配付しておりますので、次第に沿って進めていきたいと思います。

2 ．調査事項

（ 1 ）＜建設水道課＞

・ＪＲ江差線廃止に伴う鉄道資産について（継続）

平野委員長 建設水道課若山課長をはじめ、職員の皆様ご苦労様でございます。

また、ＪＲの江差線の鉄道資産については、まちづくり新幹線課からの引き継ぎという

ことで、福田課長も出席いただいております。ご苦労様でございます。

それでは、資料に沿いまして、ＪＲ江差線廃止に伴う鉄道資産についてから進めていき

たいと思います。資料の説明を求めます。

若山課長。

若山建設水道課長 おはようございます。

第 10 回総務・経済常任委員会ということで、本日はよろしくお願いいたします。

私のほうからは、ＪＲ江差線廃止に伴う鉄道資産について、それと新釜谷生活改善セン

ター設計についての説明をいたします。

まず最初に、ＪＲ江差線廃止に伴う鉄道資産についてでございますけれども、資料につ

きましては 1 ページには、撤去費用の内訳と撤去計画を、2 ページ・3 ページはＪＲ北海道

さんとの撤去に関する協定書の写しを、4 ページは撤去計画の全体図と年度別の一覧を掲
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載しております。

1ページをお開きください。

撤去費用ですけれども、工事費 2 億 8,308 万 1,000 円、事務費 1,240 万 8,000 円、合計

協定額 2 億 9,548 万 9,000 円で、平成 27 年 12 月 10 日に協定を締結しております。予算に

つきましては、昨年 27 年 10 月第 3 回町議会臨時会において予算措置をしております。

工事費用の内訳につきましては、橋梁の撤去工事やそれに伴う実施設計費用、また軌き

ょう撤去レール・枕木等ですけれども、それに標識、駅ホーム等の合計額となっておりま

す。この費用につきましては、本日 1月 29 日に全額入金済みとなっております。

撤去計画ですが、平成 27 年度は第 5 木古内川、支瓜跨道橋撤去工事実施設計を現在行っ

ております。契約額は、658 万 8,000 円です。

平成 28 年度は、支瓜跨道橋撤去工事、軌きょう撤去工事、これにつきましては 2.8 ｋｍ

で、道道改良の予定されている箇所について軌きょうの撤去工事を行うこととしておりま

す。それから、旧吉堀駅構内の倉庫等解体工事、それと第 2・3・4 木古内川橋梁の撤去工

事実施設計を行う予定としております。

29 年度は、第 2・3・4・5 木古内川橋梁撤去工事と、橋梁上の軌きょう撤去を予定して

おります。

30 年度以降につきましては、萩川、尖川橋梁撤去委託及び工事、軌きょう撤去工事 9.4

ｋｍ、標識、駅ホーム、その他、看板等撤去工事を予定しております。事業費につきまし

ては、27 年は契約額、28 年は予算要求額、29 年以降は見込額であります。27 年度につい

ては実施額で、28 年以降は概算額となっておりますので、この数字と協定の工事費と若干

端数のほうで合わない数字となっておりますけれどもご容赦ください。

平成 29 年度までの工事につきましては、河川管理者としての北海道との打合せによる橋

梁の撤去工事です。また、道道の改良計画に合わせた支瓜跨道橋の撤去や軌きょう撤去工

事を行うこととしております。30 年度以降の工事につきましては、今後、撤去が必要かど

うか、あと利用のことを判断しながら撤去、あるいは存置するかどうか検討してまいりま

す。

4ページをお開きください。

今年度行っていますのが、第 5 木古内川と支瓜跨道橋撤去工事実施設計で、⑤と①のと

ころが箇所になります。28 年度に行う予定箇所が赤色で囲った、①支瓜跨道橋撤去工事、

3 箇所ありますけれども⑥軌きょう撤去工事、2.8 ｋｍ分です。それと、⑦旧吉堀駅構内倉

庫等解体工事です。29 年度に行う予定箇所が青色で囲った、②から⑤の橋梁撤去工事です。

それと最後になりますけれども、⑧の緑色の区間ですけれども、旧鉄道跡地利用として、

渡島鶴岡駅を含むこの区間の軌きょうや駅ホーム、踏切を残し、今後、関係団体と観光利

用について検討することとしております。具体的には、今朝の北海道新聞に掲載されまし

た、「北海道夢レイル倶楽部」がトロッコ運行を計画しておりまして、産業経済課のほうで

相手方と現在打合せを行っているところであります。

以上、説明を終わります。

平野委員長 それでは、説明が終わりましたので、委員各位の質疑を受けます。

吉田委員。

吉田委員 おはようございます。吉田です。
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いま最後のほうに若山課長のほうからちょっと説明があって、きょうの道新の中でトロ

ッコの運用で旧鉄道跡地のことも書かれていました。いまの話では、この跡地について運

用ということで、鉄道を残してトロッコを走らせる可能性もあるという姿勢が行政側から

見られるのですが、鶴岡から建川に抜ける踏切については、もう既に線路が撤去されてい

るのですよね。その辺についてここの部分、まずトロッコを。新聞を読みますと新幹線の

架線の下から禅燈寺の周辺までという話がなっているのですけれども、あの踏切を撤去さ

れて道路上にした場合、またつなぐという手段があるわけですよ。その辺の考え方がもう

少し説明に出てくるのかなと思っていたのですけれども、そこら辺がまだ具体的に考えら

れていないのかと。

あと、今回 28 年度まで橋梁の撤去がありますよね。それで、この部分で結構この工事に

ついて大がかりになる大型車両も走るということで、この辺を含めて道路の整備、きのう

ですか。峠付近で大型ダンプがひっくり返って通行止めが、午前中から 6 時までかかった

という感じがありますよね。確かに除雪態勢は整備されているのですが、やはりあくまで

もすごい急な道。この辺も含めて、今後工事に至るまでに早く鶴岡も含めて大川その辺の

道路の拡張工事、この辺についてもやはり道に要請して進めていくべきかなと考えますの

で、この辺行政の考え方をよろしくお願いします。

平野委員長 若山課長。

若山建設水道課長 まず、トロッコの関係の鶴岡踏切なのですけれども、ここはおっしゃ

られるとおり現在舗装で道路として供用しております。

夢れいる倶楽部さんとの事前の打ち合わせの中身としては、鶴岡駅から禅燈寺を越えて

少しと、木古内寄りにつきましては高架下付近まで走らせたいということで、この踏切を

撤去して道路になっているのですけれども、この区間については人を立たせて仮の敷板を

置くことでトロッコを運べるということで、その間若干一般車両がいると危険なので、そ

こは人を立たせて必ず有人でもって注意しながらトロッコを渡すという計画をされている

ようです。私どものほうとしてもこういうイベントなものですから、道路管理者として協

力できる部分については安全を見極めながら協力していきたいというふうに考えておりま

す。

それから、峠下の通行止めがきのうあったようなのですけれども、場所的には数年前に

大雨が降った時に、土砂が肩がちょっと崩壊したところ付近だそうです。

現在、新吉堀トンネル工事を行っておるのですけれども、このトンネルが現在トンネル

本体がほぼ終わりまして、これから照明等の工事が入って、ことしの 10 月・11 月冬に入

るくらいまでには開通したいというお話をいただいておりますので、そのトンネルが開通

した際にはきのうの現場は今後使わなくなるということで、そのカーブの解消をまず図ら

れるだろうと。

それと、先ほどから申しているとおり 28 年度、2.8 ｋｍの軌きょう撤去をする箇所が 3

箇所あるのですけれども、そこのところも北海道さんのほうでは現在の旧江差線を利用し

た形での道路の拡幅、あるいはバイパスみたいな形で、それで道路改良を計画しておりま

すので、順次道路については円滑な通行になっていくのかなというふうな期待をしており

ます。

平野委員長 その他ございますか。
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竹田委員。

竹田委員 細かい部分なのですけれども工事の実施設計、この件でちょっと確認をしたい

と思います。

今回は建物を建てるだとか橋を造るという部分ではなく、解体撤去という部分なのだけ

れども、これはやはり自賄いでできないということでやはり外注しなければないというこ

となのだろうと思うのですけれども。そうすれば、28 年度に予定している実施設計 2・3・

4 は実施設計するのですけれども、5 の部分は実施設計しないで自賄いできるというこの資

料からすれば。だから、この辺やはりいま町の財政的には余裕が出ているということで、

ただ町長の挨拶でも口癖に「10 年後にはかなりやはり厳しい状況だ、そういう部分を含め

て財政の切り詰めをしなければない」という言葉が出てくるのですけれども、実際こうい

う部分はどうなのですか。本当にやはり自賄いできないというかなり高度なものなのかと

いう部分をちょっと。

平野委員長 若山課長。

若山建設水道課長 現在、行っている第 5 木古内支瓜の実施設計及び来年度予定している

2・3・4 の橋梁撤去の実施設計なのですけれども、橋梁の撤去は 2 級河川北海道の河川に

かかっている橋です。これについての撤去については、当然北海道さんとの詳細な打ち合

わせをしていかなければならない。河川の影響がないような形での撤去になっていきます。

さらに、橋梁ですからもともとの構造物がどういう形でどういう重さがあって、どうい

う形で解体していって、河川に影響がないか。さらに、そこの河川の中ですから当然道路

からのいろんな仮設の道路ですとか、河川内に浸入する仮橋、仮道路、こういったものも

総合的に降雨時にどういう対応をするとか、いろんな面で総合的な計画を作った上での北

海道さんとの協議に入っていかなければならないということで、なかなか自前では協議書

を作っていったり、設計そのものをおこしていくというのは現在の体制では厳しいという

ことで、専門家のほうに委託をしてその成果を元に協議を重ねて本工事を実施していきた

いというふうに考えております。

それと、いま財政のご心配をされていましたけれども、先ほど申したとおり 30 年度以降

の部分については、ＪＲさんからは費用としていただいておりますけれども、これについ

て場合によっては存置できるものは存置することによって、その費用が最終的に可能であ

れば一般財源かもその時点では可能になってくるのかなということです。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 実施設計については、了解しました。

前回の部分でもたぶん話をしたと思うのですけれども、この工事をする業者の関係につ

いては、これは町内業者ということでまず 1 点前回は確認をしたのですけれども、町内の

業者でこの工事を施工するというようなことのまず確認。

平野委員長 若山課長。

若山建設水道課長 工事そのものは、できるだけ地元に発注したいというふうな考えはも

っています。

ただ 1 点、28 年度に予定している支瓜跨道橋の撤去工事なのですけれども、この支瓜跨

道橋につきましては現在、道道として供用をされている区間であります。当然、工事にな

りますと片側交互通行ですとか、仮設道路とかの形になっていくのですけれども、ここに
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ついてはやはり北海道が現在バス路線として管理している路線なものですから、私どもの

ほうが工事に入っていった時に、いろいろ制約が多くて円滑な工事がはたしてできるのか

なという疑問がありまして、北海道さんとの協議の中でこの工事については、北海道のほ

うに工事を施工委託したいというふうな考えでいま打ち合わせをしているところでありま

す。あとの橋梁については、通行に影響がないという判断はできるところでありますので、

できるだけ地元に発注したいというふうに考えております。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 北海道に委託しなければできないそういう工事もあるのだということの。先ほ

ど課長から言われた撤去費用の協定仕様、これについては場所によっては存置をすると。

要するに、現状保管というかそういう場所だろうと思うのですけれども、ここは当初線路

については全部全線撤去してしまうのだという考えで受け止めていたのです。ただ、トロ

ッコの部分は保存するということですから、そこだけは残るのだなというふうに思ってい

たのですけれども、そうではないということですから。かなりそうすれば橋梁だとかそう

いう構造物については撤去をするけれども、場合によっては線路等については存置をする

というかそのまま現状のままで保存するという考えだろうと思うのですけれども。そして

よく支瓜、この跨道と言うのですかここというのは隧道のことを言っているのですか。よ

く場所と現場がちょっとイメージ的に湧かないのだけれども。いま道路の新しいトンネル

の取り付けの横の副道みたいな部分あるでしょう。その部分を言っているのかなと思って

いたのですけれども、そうではないのかどうかちょっと教えてください。

平野委員長 若山課長。

若山建設水道課長 この支瓜跨道橋につきましては、いまの新吉堀トンネルのこちら側の

坑口がほぼチェーン着脱場付近にできます。そのチェーン着脱場の 200 ｍか 300 ｍ木古内

よりだと思うのですけれども、旧江差線の下をくぐっていく道路があると思うのですけれ

ども、この江差線の部分が支瓜跨道橋ということで、これを撤去するという予定にしてい

ます。道道の上を線路が走っている箇所です。そこの橋です。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 そうすれば、そこの橋梁からもう少し江差寄りに副道あるでしょう、山際に。

あれはそのまま放置するという考えなのかどうなのか。この計画からすれば、だとすれば

入っていないのかなと思うのですけれども、その辺どうなのですか。

平野委員長 若山課長。

若山建設水道課長 いまおっしゃられる場所の付近の北海道で改良計画に入っているとこ

ろは、一部北海道のほうで雪覆い自体を解体すると。うちのほうでは特に存置というふう

な考えでいたのですけれども、北海道の道路改良に支障になる分については、北海道さん

のほうで解体をするという形になっております。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 10 時 18 分

再開 午前 10 時 23 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。
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その他ございますか。

いま竹田委員の話した中で若山課長の答弁で、30 年度以降の部分については、線路を全

部残すという見解で委員おっしゃったのですけれども、そうとは限らず状況を見てやるこ

ともあるし、そのままにしておくことも今後検討していくということですよね。そのよう

なことで理解ください。

その他。

鈴木委員。

鈴木委員 鈴木です。

跡地利用の箇所について先ほど若山課長のほうから説明していただきまして、現在の状

況は理解したということで話をさせていただきます。

まず 1 点目ですが、トロッコの実行委員会と産経のほうで今後調整していくということ

ですが、木古内の観光協会がどのような形で協力していくのか。一応、新聞のほうには木

古内の観光協会の名前が入っていませんでしたので、そちらのいまの現状を教えていただ

きたいのと、2 点目がこちらの予算でございます。撤去費用という中で、予算が出てくる

と一つが駅の維持管理費のほうの予算と、あともう一つの予算がイベントのほうの予算で

す。そこも含めて現時点でどのような方向性で考えているのかお教えください。

3 点目が、3 月 19 日から 27 日の期間ということなのですが、今後反響とか検証をして、

今後木古内の観光資源として前向きに考えていく考えを現時点であるのかどうか、この 3

点についてお教えください。お願いいたします。

平野委員長 鈴木委員、いまの 2 点目・3 点目の予算配分とかはきょうの資料外の話です

よね。新聞の掲載の。ちょっと担当が管轄外なので、2 番目・3 番目についてはちょっと削

除して、1番目の観光協会が連携しているかどうかもしわかる範囲で。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 10 時 26 分

再開 午前 10 時 29 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

又地委員。

又地委員 30 年度以降の部分に関しては、例えばやらなければ一般財源に向けることも可

能だという返事がありましたよね。これ総額で 1 億 2,900 万円、もしやらなければこれは

ＪＲさんからの補償金としてうちはもらえるという考えですよね。そうしたら、平成 29 年

度の工事に関しては、担当部局のほうでは精査したと思うのだけれども、これはここはど

うしても撤去しないとだめだとかということは検討したのですよね。した中での 29 年度の

工事だ。これはどうしてもやらないとだめだというふうになってしまうのかな、現場的に。

やらないとだめだというような説明というのは何もないのですよ、いままで。それはどう

いうことかというと、あえてやらないで 30 年度以降のように工事をやらなくても一般財源

からできるというのであれば、その辺の検討を十分したのかどうか。行政側から議会側に

は示されただけであって、「やります」という。結果だけの報告なのです。本当にやらない

とだめかどうかという調査みたいなものは議会でもしていないのです。していないですよ
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議会は。現地を例えば見るかとかということはしていない。もし、29 年度の部分に関して

もあるとすれば、あえてやることもないだろうという気になるのです私は。やらなくても

ＪＲさんからもらった、もう既に入ったというので入金になりましたよということなので、

もし行政と議会が一緒になって精査する中でやらなくもいいという部分があれば、やらな

ければ一般財源にもっていけるという要素があるのであれば、やらなくてもいい部分がな

いのかという疑問符がある、私には。だから、その辺どうなのかなと思いながらいるのだ

けれども。

平野委員長 若山課長。

若山建設水道課長 先ほどもちょっと申したのですけれども、29 年度に予定されている 2

・3・4・5 の橋梁撤去工事につきましては、現在木古内川にかかっている橋です。2級河川、

北海道が管理している河川です。この北海道が管理している河川の橋については、事前に

江差線の廃線の時に、ＪＲ北海道と北海道が下協議をしています。下協議をした中で当然、

橋梁廃線のあとは、橋梁は撤去してくださいと。それは、河川の稼働確保と言うのですか

ということで、例えば当然ピアの橋脚については支障になるので撤去、橋台についても護

岸工に対しての影響があるので撤去ということで、その前提の中で木古内町に譲渡をした

がりました。ですから、最初にこの橋梁の撤去については、我々が受けずに北海道さんと

協定を結ぶ格好もＪＲさんは取れたのですけれども、そこはこちらにいただければうちの

ほうで発注ができますので、ここについては解体は前提であるにしろ、私どものほうの撤

去を委託してほしいということで、いま申している橋については撤去が前提なのですけれ

ども、今後河川管理者との協議をしながら解体を進めていくと。

一方で、最後のほうに書かれている萩川、尖については、町河川にかかっている橋です

ので、場合によっては河川に影響がないと判断され、存置もあり得るのかなということで

す。

平野委員長 そのようなことで、理解してください。

それでは、先ほどちょっと質問が途中になっておりましたが、鈴木委員からの質問で、

今朝新聞にも載っていました跡地利用について、夢れいる倶楽部が企画している部分で、

観光協会との連携はどうなのかという部分について産業経済課の木村課長が急遽出席しし

ていただきましたので、今朝の新聞報道の内容について経緯と進捗等わかる範囲で説明を

いただきたいのですが、よろしいでしょうか。

木村課長。

木村産業経済課長 産業経済課の木村です。

今朝の北海道新聞に夢れいる倶楽部という団体が旧江差線を活用して、トロッコイベン

トを行うという記事が出ておりました。これについては、昨年の 10 月くらいですか当該団

体のほうから使用をしていきたいということで申し入れがありまして、庁舎内の関係課で

相談して対応してまいりました。具体的には、新幹線の高架下の鶴岡側から旧鶴岡駅まで、

それと旧鶴岡駅からおよそ 500 ｍくらいのところまで活用して、電動のトロッコと足踏み

トロッコを走らせていきたいということです。

この夢れいる倶楽部というのは、鉄道を利用して地域の活性化を行いたいと。自分達も

そういう趣味があるので、地域とタイアップしてやっていきたいというところでございま

す。
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今回のイベントにつきましては、北海道内のほかのトロッコを利用して運行していると

ころも合わせて協力していきたいという申し入れが夢れいる倶楽部にあって、例えば美深

とか新得とか小樽とかそれぞれの地域の人もいらっしゃるし、またトロッコも貸し出しし

ていただけるということで、3 月の 26 日前後の開業前後に向けてイベントを企画している

ということで先般、夢れいる倶楽部から企画書がこちらのほうに提出があったところです。

これについて現在、町のほうとしてどのような対応をするかということで検討をしている

最中ではありますが、新幹線開業記念のイベントの一つということで、これは趣旨に合致

していることで、できる限りの協力をしていきたいというふうに思っています。

現地踏査も何度かした中で、積雪の問題はあるにしても、いまのところレール敷設をし

ているところについては、基本的には支障がないと。また、道路交差しているところにつ

いてもきちんと対応していただければ可能だということで、認識しております。

鶴岡の活性化についてなのですけれども、鶴岡駅なりあるいは鶴岡の農村公園を中心に

町としてこの間検討しておりました。そこの地域とも重複していますので、このトロッコ

イベントについては、町として前向きに考えていきたいというふうに思っています。

今回出たのは 3 月 27 日までの期間限定ということなのですけれども、それ以降も集客状

況を踏まえた中で夢れいる倶楽部としては、例えば週末とかあるいはゴールデンウィーク

とかそういう集中的な中で運行を検討していきたいということなので、まずは期間限定の

イベントを行った中で、今後の展開を図っていきたいということであります。以上です。

平野委員長 町としていま前向きに検討中だということは理解しましたが、地元の地域住

民でしたり、あるいは木古内町の観光協会とのつながり、どの程度話をされているのかと。

あとは、予算の配分についていまわかる程度で、もし説明できる予算按分があれば合わせ

て説明いただきたいのですが。

木村課長。

木村産業経済課長 まず観光協会なのですけれども、このようなイベントがありますとい

うことで、頭出しはしています。

先ほど言ったように、企画書がまだきて間もないですから、一週間程度だと思うのです

けれども、具体的なすり合わせというのはしていません。町内会も同様です。ただし、い

ままでの経過含めて、鶴岡地域をどのように活性化していくかということで、その関連す

る団体と協議してまいりましたので、当然そのイベント内容については説明してまいりま

すし、もしかすれば例えば地元町内会のほうでこういうことをやりたいという希望があれ

ば、それに対しても対応していきたいというふうに思っています。

それと予算なのですけれども、基本的には町のほうに対する費用の要望というのはござ

いません。ですから、そこの団体で独自というかそこの団体のみで運営していくというこ

とをいまの段階では確認しています。以上です。

平野委員長 鈴木委員。

鈴木委員 ありがとうございます。今後、観光協会等含めて地元の町民と団体との一緒に

やっていって、反響を見ながら週末だったり、そういう繁忙期にはやっていくという方向

性でよろしいですね。

先ほど、最後のほうに木村課長のほうから予算の部分で、こちらの夢れいる倶楽部のほ

うで貸し出しした分を無料で貸してくれるという判断、解釈でよろしいのでしょうか。そ
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れは、費用をかかるということですか。

あと、基本的なことなのですけれども、こちらのトロッコのほうですが、無料でしょう

か有料でしょうか。そちらのほうをわかる範囲でお願いいたします。ちょっと話が予算の

部分で見えない部分があるので、すみませんがよろしくお願いします。

平野委員長 木村課長。

木村産業経済課長 イベント自体は先ほど言ったようにそこの主催者、実行委員会形式で

やるようですけれども、そこの実行委員会で全て賄っていくということです。

そのイベント自体の料金についてですけれども、伺っているのは基本は 500 円、さらに

電動に乗る場合はプラス 200 円の 700 円でやりたいと。それで、収支試算をいま積算して

いるところだそうです。ここについては、自分達は関与するものではありませんけれども、

後ほど関係資料なりも収支試算も含めて確認していきたいというふうに思っています。

それと、今回の北海道新聞の報道なのですけれども、実はもう少しこの企画書のやり取

りをした中で、町としての方向性もきちんと出していって、オーソライズされた中でプレ

スリリース、あるいは議会報告をしていきたいというふうに考えていました。その中で、

北海道新聞がこのイベントのことを聞いたと言いますか中で、町のほうに問い合わせがあ

りました。町のほうとしては、現行このような状況だと。詳細については、主催者団体の

ほうに問い合わせていただきたいということで確認したところ、主催者団体のほうはいま

の計画ということで説明させていただきますということだったので、それは町の方向性は

あるにしても独自に団体として計画しているということなので、やぶさかではないのでな

いかということで私の判断で、そのように答えさせていただきました。その結果として、

きょうの北海道新聞の記事になったというふうに認識しています。以上です。

平野委員長 いまの件は、ちょっと今回の調査事項でもないものですから、ましてやきょ

うの急遽出た報道の中で木村課長にも急遽説明はいただきましたが、今後、まちづくり新

幹線課で開業記念の様々なイベントについての調査事項がありますので、その中におそら

く入ってきますよね。

新井田委員。

新井田委員 すみません、一つだけちょっと教えてください。

いまの鈴木委員からも内容に関してはいろいろお答えいただいたのですけれども、どう

も話を聞くと私の個人的な見方というか。いま基本的には夢れいる倶楽部なるものが、単

独で町のほうに行政のほうと話をしながらというようなお話だと思うのですけれども、や

はりこういう部分というのは、観光協会という部分がここにあるわけですから、どうもい

まの話だと観光協会そのものがあまり表だって出てこないと。どうもその辺がちょっとや

はり気になるのですけれども。行政が中に立って観光協会と手を組んで、あるいはここと

のタイアップしながらやっていくということであれば、非常に今後またいろんな展開が生

まれるのではないかと思うのだけれども。どうもいまの話を聞くと、観光協会は何かあま

り前に出てこないし、町内会がどうのこうのという話は出ているのだけれども、この辺が

ちょっと私個人的には非常に違和感があるのだけれども。やはりこういうイベント何と言

うのですか観光に係わる部分に関しては、やはりいろんな話の内容はあると思うのだけれ

ども、その辺は行政が間に立って中持をしながら展開をしていくと。そのためには何が必

要なのかという部分でいけば、別にここは観光協会があるわけですから、そういう部分に
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話をきちんと持っていきながら、私は先を見た展開をすべきではないのかなと。決して行

政が悪いとかということではなくて、そういうふうに感ずるのですけれども、その辺はど

うですか。私のちょっと聞き方が間違っているかもわかりませんけれども、そういうふう

に思いました。

平野委員長 木村課長。

木村産業経済課長 基本はいま新井田委員がおっしゃったように、観光に関することにつ

いては観光協会も積極的に関与していくべきだというふうに思っています。

いままでの経過の中で、ある程度の段階で観光協会のほうには資料の送り込みなり、あ

るいは若干の意見交換はしています。この企画書が出てきたものに対して、では具体的に

観光協会としてどのように関与していくかとか、町としてどうしていくかというのがまだ

定まっていないと。これは検討中だということで、ご理解いただきたいと思います。

それともう一つが、この新幹線の開業前後というのは、実は開業記念の実行委員会の事

業で、観光協会にも多くの協力を要請しています。そことのすり合わせも必要だというこ

とで、基本的には私はこのトロッコイベントについては、ここの鉄道愛好団体の皆さん方

がほぼやっていただけると。その中で例えば、観光協会としてＰＲしていくのであればこ

の事業も含めてＰＲして、観光客にアピールしたり喜んでいただくということが必要では

ないかなというふうに思っています。以上です。

平野委員長 又地委員。

又地委員 きょうの調査議題ではないということなのだけれども、ちょっと私のほうから

も。エンデューロに替わる、当分エンデューロはやらないということですよね。エンデュ

ーロをやっていた結構な町外からの人が来ていた。エンデューロは当分中止になっている

わけなので、エンデューロに替わる行事というかものとしてこのトロッコ、夢れいる倶楽

部をちょっと考えてみたらどうかと。開催時期等に関しては、例えば 1 年で終わるという

ことでなく、エンデューロは随分長いことやってきた。それなりに町の中もテントを張っ

て休んだとかいう結構な入り込みがあったわけなので、新幹線云々の部分ではやはり交流

人口をどうやって拡大させるかという部分の課題があるわけなので、このエンデューロに

替わるものとしてこのトロッコ、夢れいる倶楽部の部分を考えてほしいなとそう思ってお

りますので、よろしく検討してください。

平野委員長 要望ということでよろしいですね。

江差線に係わることですか。

吉田委員。

吉田委員 ちょっと戻したいと思います。いまの先ほどのトロッコの部分のちょっと疑問

なのですけれども、駒木建設の横入って行って、上田長保さんのところに分かれるところ

と道道ありますよね、線路くぐって。現状でいくとその部分というのが、たぶん前回にも

説明したのかなと思うのですけれども以前、大雨の時水没した経緯がありますよね、ポン

プ。江差線がなくなったらたぶんそのまま今度埋め立てしてしまってそのまま農道になる

のかなという感じがあったのですけれども、残すことになればあの部分というのはずっと

これから残していくのか。もしいまトロッコイベント観光協会云々と言った時に、それが

やはりそのままになるのか。もしそれがなくなった時には、やはり撤去してしまうのか。

その方向性というのは担当課でどうやって考えていますか。
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平野委員長 若山課長。

若山建設水道課長 現在、大谷地付近の線路の下をくぐっている道路、これについては町

道認定をしていまして、雨が降った際はポンプが自動で動く格好になっています。水没し

た時にすぐはけているかと言われると、半日・1日かかることも実は大雨の際はあります。

この場所は現在の津軽海峡線の下を潜っている道路でありまして、この線路についてはこ

れからも当然貨物が走りますから残る路線です。現在の江差線が灰色になったというのは、

手前からもう既に分岐されているのですよ。元荒木さんのお家があったところ付近から、

高架下の部分はＪＲさんで、ということでご理解してください。

平野委員長 トロッコの話はちょっと打ち切ります。先ほども申し上げましたとおり、2

月の 22 日にまちづくり新幹線課の事務調査がまた入っていますので、その際に開業イベン

トの関連の事務調査がありますので、おそらくこの部分も入ってくると思いますので、そ

の時点でまたわかる範囲の資料を添付いただきたいと思います。木村課長、急な出席あり

がとうございました。

その他、江差線廃止に伴う鉄道資産については質問ございませんね。

（「はい」と呼ぶ声あり）

平野委員長 以上で、ＪＲ江差線廃止に伴う鉄道資産については終わります。

・新釜谷生活改善センター設計について

平野委員長 続いて、新釜谷生活改善センター設計について、こちらも資料が出ておりま

して 5 ページからになりますが、こちら以前よりこの常任委員会でも地域住民の声を多く

聞いて、それを取り入れた設計・建築を進めてほしいという要望がありました。

その後、釜谷地区の住民、役員会さんのほうとも 3 回程度、あるいは地元説明会も 1 回

行い、地域の要望をふんだんに中身に入れているという話も伺いましたので、その部分も

含めて説明をお願いします。

若山課長。

若山建設水道課長 引き続きまして、新釜谷生活改善センター設計について、この改築事

業についてご説明いたします。

釜谷生活改善センター改築につきましては、平成 26 年 10 月から地元町内会さんとの協

議や地元への説明会をはじめ、27 年度今年度は実施設計を行う中、さらに実施設計の最中

に町内会さんと数度にわたる協議を進めながら現在に至っております。これらの設計をも

とに、28 年度に建設を予定しております。

資料につきましては、5 ページには施設の概要を、6 ページは完成予想図、7 ページは建

設予定地の釜谷漁港の利用計画図、8 ページは外構一般平面図、9 ページ・10 ページは建

物の平面図・立面図を掲載しております。

5ページをお開きください。

施設の概要です。建設地は釜谷漁港敷地内、敷地面積 2,646.34 ㎡、建築面積 413.43 ㎡、

延べ床面積 349.46 ㎡、構造は木造平屋建てを予定しております。参考までに、現在の施設

は昭和 47 年建設で、延べ床面積 325.64 ㎡です。仕上げ、設備、工事につきましては記載

のとおりです。
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特徴的なこととしましては、このセンターでは町内会員様等にご不幸があった際の葬儀

を行うことがあるため、これに配慮した設計としております。

また、備品については、これも町内会さんと協議を進めながら新年度予算にて計上予定

としております。

以上、説明を終わります。

平野委員長 それでは、釜谷生活改善センター移転改築事業の説明が終わりましたので、

質問があれば受けます。

新井田委員。

新井田委員 何点かちょっと聞きたいと思います。

いま課長のほうから仕様関係、いわゆる併設的なものを説明書に基づいた形でご報告を

いただきました。この中で仕上げの中で外部、金属板サイデングプラス杉羽目板というふ

うな形になっていますけれども、立面図等を見ますと非常にいわゆる金属サイデングの部

分が多いわけですよね。約 3 分の 2 くらいの面積取っているのかな、ざっくりですけれど

も。この中で、立地条件がやはり海に近いという中で、いま大変金属板サイデングも塗装

面が非常に良くなっていることは承知しているのですけれども、一つはいわゆる塩害の状

況で一般的には海岸に近い部分は窯業系のサイデングというようなイメージはあるのです

けれども、この辺の部分に対する対策というか、どういう考えでこういう形になったのか。

設計事務所といろいろ兼ね合いもあるのでしょうけれども、この辺がどうも一つ気になる

ところです。

もう一つは、やはり建物もだいぶ大きくてもちろん調理室だとか研修室 1・2・3 とかい

っぱいあるのですけれども、設備工事の中で自動火災報知器、警報設備ですね。一応館内

放送アンプ付受信機という形の内容になっているのですけれども、いまお話を聞くとやは

り一番大きい広間に関しては葬儀もやるよと。そういうことでいけば、少なくてもこの自

動火災報知器というのは、もちろんどうのこうのということではありません。非常にいま

の装備とすれば、この辺はもう十分対応しなければいけない部分だと思うのですけれども、

個人的にはやはり調理室というのは特に火、毎日毎日使うわけではないでしょうけれども、

そういう中ではプラススプリンクラーというこの一室の部分だけでもどうなのかなと。や

はり火元という部分でいけば、賄いだとかそういう部分で使うケースが非常にやはり多く

なるのではないかなというようなイメージがあるのですけれども、この辺の対応はどうな

のかなというまず 2点をお聞きしたのですけれども、よろしくお願いします。

平野委員長 2 点について。

小池主幹。

小池主幹 1 点目の外部の仕上げについてなのですけれども、金属板を使ったという理由

なのですけれども、いまの委員がおっしゃったとおり、いま金属板についてはガルバリウ

ム鋼板ということで錆に強いということで、赤さび保証が 10 年とか塗装面はそのくらいの

保証が付いております。そういう鋼板を使用するということになっております。

それから 2 番目の自火報についてですけれども、いま自火報は事務室のほうに全館の放

送ができるような放送設備があります。それと、そのほかに研修室 1、一番大きい部屋な

のですけれども、そこにここにあるようなこういう放送設備が付いて、集会とかにはそち

らのほうを利用していただきます。
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それと、スプリンクラーについてですけれども、町内会と話をした時に調理室について

は、葬儀の時の賄いぐらいにしかいまは利用しないということで、調理設備についても電

子レンジで温めるのと、あとお湯を沸かす程度だということなものですから、通常の消化

器で対応できるのではないかということで、スプリンクラーの設置は必要ではありません

でした。

平野委員長 新井田委員。

新井田委員 わかりました。いまのスプリンクラーに関しては、いま言ったように頻度数

が多くないというような中では理解するところはあります。

ただ、いまの金属サイデングに関してはいまおっしゃったようにガルバリウムというこ

とで、非常に塗装面も良い 10 年ぐらいの保証は付いているよという中では良いのですけれ

ども、やはりいわゆる管理の部分ですよね。そういう部分でいくと、その辺は精査したの

かわかりませんけれども、いずれにしても 10 年単位くらいでは塗装をかけるわけですよね。

そういう中でいけば、もし錆びたら当然変えていかざるを得ないと。ただ、そういうこと

もあり得るけれども、ある程度塗装を考慮していく中でいけば、そういう危険性はないの

かなというイメージはあるのですけれども、その辺はいわゆるコストダウンの面からいっ

た精査はされているのですか。例えば、いろいろパターン・グレードはあるでしょうけれ

ども、こういうものを使った時にはこうだとか、金属サイデングを使った時はこうだとか

といういわゆるコスト面での精査というか、対 10 年くらいの間でこういう差がでますよと

かそういう部分というのは検討されているのでしょうか。

平野委員長 小池主幹。

小池主幹 外壁については、委員が言われたとおりセメント系のものに塗装したものと、

それから金属面に塗装したもの。それと、感知器タイルということで、タイルを全面に貼

るということがあります。ただ、タイルが一番本当は良いのですけれども、ちょっと費用

がかかりすぎるということで、その次に金属系とこれを検討した結果、セメント系につい

ても塗装板を使った場合長くても 3 年・4 年で、きちんとするということでしたら塗装を

繰り返さなければならないと。それと、つなぎ目のコーキングありますよね。そこが劣化

がするということで、それも 5・6 年経ったらやはり取り替えなければならないということ

を考えると 10 年間ぐらい金属板で、そのまま考えると金属板が一番いいのではないかとい

うことで、これを採用しておりました。

平野委員長 その他ございますか。

竹田委員。

竹田委員 工事費含めて備品も新年度予算で計上になるということですから、その中でま

た議論できると思うのですけれども。ただ、これは単費ですよね、起債。だとすれば、工

期の関係。やはりこういう釜谷の地域とすれば、センターでお祭り等のイベント等も含め

て、利用しているというこういう施設ですから、ぜひやはり工期を新年度よーいどんで発

注をし、8月に施工が工期が終わるように強く要望しておきます。

平野委員長 若山課長。

若山建設水道課長 おっしゃられるように、できるだけ早く発注はしたいというふうに考

えております。ただし、これだけの建物ですので、ちょっと 3 か月・4 か月では建築はち

ょっと無理だというふうに判断しておりまして、6 か月程度は必要だということで、地元
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の協議の中では新年会・総会でしょうか、行っているのにはぜひ間に合わせてほしいとい

うことでのお話はいただいておりますので、年内には何とかできるようにいま考えており

まして、ちょっと夏祭りについては厳しいかなという判断をしております。

平野委員長 そのようなことですので。

竹田委員。

竹田委員 工期に 6か月もかかるのですか。

平野委員長 小池主幹。

小池主幹 6 か月というのは事業としては 6 か月はかかると思います。資材の手配だとか

何とかと。実際現在に入ったら 4 か月とかではできるのだ思いますけれども、資材の手配

その他を考えると事業としては 6 か月くらい見ておかなければならないのと、それとこの

用地については北海道の用地なものですから、いま北海道と漁港用地の利用ということで

目的外使用ということで、農林水産省の許可を受けないとここに建てられないということ

で、いまその手続きをしております。これが 1月中にはおりることになっておりますので、

そのあとに工事をかかるとすると、遅くとも現場に入れるのはゴールデンウィーク明け､ 5

月明けになると思うので、それから考えるとお祭りにはちょっと無理だということになり

ます。

平野委員長 そのような進みですので、ご理解ください。

その他ございますか。

又地委員。

又地委員 衛生のほうのあれを見ますと浄化槽なのですね。浄化槽で 30 人槽。30 人槽と

言われてもどのくらいのものかちょっと私方はわからないのだけれども、釜谷地区の下水

道を考えた時に、今回のこの生活改善センターを改築するということと見合わせた時に、

釜谷地区の下水道をこの改築と合わせて浄化槽にするということなので、一緒にできなか

ったのかなと。下水道事業との絡みを。その辺検討されましたか。私は例えば下水道事業

の部分を考えると、何十年先かわからない釜谷は。今回、道の用地の中に農林水産省との

関係もあるということなのだけれども、浄化槽を大きいものにしてそして釜谷の下水道事

業を先行させてできなかったのかなとそんな気もしているのです。その辺今回の移転改築

に合わせた中で、下水道事業と合わせた検討をしてもらったかどうか。全くしていないと

いうのであれば、これからする予知があるのかどうか。その辺ちょっと聞いておこうかな

と。

平野委員長 若山課長。

若山建設水道課長 下水道事業につきましては現在、本町地区を中心に管路の整備をまず

進めています。大平までいくのが港団地の改築にも合わせて 30 年・31 年くらいの予定を

しておりまして、現在の計画では管路で釜谷地区までいく予定としておりますが、おっし

ゃられるように管路で迎えにいくほうが得策なのか、あるいは地域地域で集落排水みたい

な形のほうがいいのかということは、今後の計画の見直しの段階で検討することとしてお

りまして、いま現在の計画については釜谷まで管路で結ぶという計画の中で下水道事業は

進んでいます。おっしゃられるように、今回のケースで例えば浄化槽を大きくするとか小

さい処理場を造るとかということになりますと、下水道の認可の変更ですとか様々なこと

が絡んできて、今回の改築にはとうてい一緒のこの改築と同時期に下水の事業を進めると
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いうことにはかなり厳しいものがあるのかなということで、今後、下水道事業の計画の見

直しの際にはいま申したとおり、例えば泉沢・釜谷地区についてはそういう部分に関連す

る。札苅地区は管路がいいのか、札苅地区についてもそういう集落的なものがいいのか、

それは今後の検討事項化というふうに考えております。

平野委員長 又地委員。

又地委員 わかりました。

私は、そこまで浄化槽 30 人槽とここに書いてあったものだから、合わせた中でそういう

検討までしてもらっていればすごくありがたいなと。できるできないは別にしても。全く

そういう検討をしていないということなので、それはそれで仕方がない。

それで、30 人槽ということなのですけれども、釜谷の生活改善センターというのはお祭

りだとか、あるいは葬儀だとかやる全部利用している。30 人槽で葬儀となればやはり釜谷

の場合はいままでですと、150 人くらいは集まるのですよね。そのくらいでびっしりなの

だ。だけれども、30 人槽で間に合うのかどうかという心配もあるのですよね。あるのです

けれども、その辺はどうなのかなと。

それと、これは暖房の部分に関しては各部屋温風暖房機というのはストーブ。エアコン

にできないのかな。いま時というような気がするのだけも。そうすると夏は暑い時は冷房

も効くし、エアコンにしたらどうなのかなと思うのだけれども、その辺の検討はされまし

たか。

平野委員長 小池主幹。

小池主幹 まず浄化槽についての 30 人槽なのですけれども、これは建物の面積により何人

槽というのは決まってありまして、集会数の 300 ㎡くらいでしたら 30 人槽というふうに自

動的に出るものですから、それで決めました。

それと、暖房についてのエアコンなのですけれども、ちょっとこれもコストの関係もあ

ったのですけれども。ただ、エアコンについては調理室については、夏に弁当とか何かそ

ういう仕出し物をそこで配膳したりする場合もあるということで、調理室についてはエア

コンを設置しております。

平野委員長 その他ございますか。

竹田委員。

竹田委員 いまの温風暖房機を例えばいまの質問で、エアコン暖房機に切り替えたらどう

だと。いいのであれば高くなると言ったって、いくら高くなるのですか。1 台あたりいく

ら、値段の比較。だからできないと言うならわかるけれども、いま財政的にかまど裕福な

のにそんなことを。エアコン暖房に切り替えできないと。まず、エアコン暖房がいくらで、

温風暖房がいくらだとちょっと答えてください。

平野委員長 いまコスト面だけの答弁になりましたけれども、それ以外にも必要性の部分

でも検討して付けないということがあれば追加で説明してください。

小池主幹。

小池主幹 差額はそこまでは検討していませんでしたので、これから至急検討してみます。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 検討もしていないで高くなるという話はありますか。エアコン暖房を付ければ

いくら、温風暖房だったらいくら、だからその差がいくらで。例えば、ランニングコスト
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も含めてトータル的にこれだけ費用が膨れるから大変だというのならわかるけれども、単

に目先だけのことでエアコン暖房が高いからだめで、通常の温風暖房にしましたと。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 11 時 13 分

再開 午前 11 時 13 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

若山課長。

若山建設水道課長 地元との協議を重ねる中で先ほど小池が申したとおり、仕出し等のほ

かもあり得ることから調理室については、適当な温度を管理できるためのエアコンを設置

するということで、あとの集会室等については石油の暖房機で、ということで地元の協議

を終えて現在に至っております。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 地元とすればやはり気を使っているのです。そうすることによって高くなるか

らというそういう思いがあって、やはり地元にすれば改善センターが新しくなるというそ

の思いで感謝をしている。せめて大きな葬儀会場ともなり得る研修室あるでしょう。そこ

だけはやはり通常の温風暖房ではなく、冷暖房のやはり効くようなそういう施設にするよ

うに十分検討してください。

平野委員長 検討してくださいという要望ですので、今後検討してください。

その他ございますか。

鈴木委員。

鈴木委員 鈴木です。

こちらの釜谷生活改善センターという名称ですが、移転後もこのまま名前は改善せずこ

のままの名称でいかれるのでしょうか。

あと、建物のほうでこちら平面図を見させてもらったのですけれども、もちろん対応済

みだと思います。全部バリアフリーですよね。

あとこちらのほうに、いわゆるＷｉ－Ｆｉを付ける原点ですね、あるのかどうかと。

あと、釜谷だけではないのですけれども、海側よりも山側のほうが住まわれるかたが多

いように感じるのですけれども、横断する際、高齢者のほうも釜谷のほうは大変多くなっ

てきていますので、その部分とか現時点でどのように改良されて考えておるか。もし考え

ていなかったら考えていないで結構でございますので、よろしくお願いいたします。

平野委員長 3 点について。

若山課長。

若山建設水道課長 名称につきましては、現在釜谷生活改善センターという名前で、これ

は当時の建物を建てる時の名称だったと思うのですけれども、それで今回これについても

例えば札苅であれば「みらい館」ですとか、鶴岡であれば「鶴岡農村センター」みたいな

名前が付いていまして、この際地元として親しみやすい名称を考えてほしいということで

地元におろしておりますので、地元町内会さんのほうから返事をいただくこととしており

ます。
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それから、バリアフリーについては当然、町内会さんのご相談にもありましたとおり、9

ページをご覧になっていただくとおり、入口にはスロープなどを設けながら手すりを設置

して、スムーズに出入りできるようにしておりますし、また段差も極力ないような形で。

建物の中に入っていただければもう平屋ですから、そのあとは特に問題ないかというふう

に判断しております。

それから、今回移転にあたっては、この移転の改築場所についても現在地がいいのか、

あるいは新しい場所がいいのかということを最終的な決定は地元にしていただきまして、

ここになっております。おっしゃられるとおり、現在も例えば海側のかたは横断されて生

活館に行っている。今回も今度は山側のかたが横断する形にはなろうかと思いますけれど

も、ほぼ 7 ページをご覧になっていただくとおり、位置的には向かえに移動するような形

ですので、そういう面では国道の横断については、国道を横断するかたが逆になるかもし

れませんけれども、引き続き既存の施設を利用して横断してほしいというふうに考えてお

ります。

平野委員長 Ｗｉ－Ｆｉについての質問の答弁漏れと横断についてもセンターの近辺にど

のくらいの距離で横断歩道がありますので、いままでも問題ないですという説明をすれば

いいのではないですか。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 11 時 18 分

再開 午前 11 時 19 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

Ｗｉ－Ｆｉについての答弁と横断歩道の説明をしてください。

若山課長。

若山建設水道課長 Ｗｉ－Ｆｉにつきましては現在、この地域で光回線が現在ちょっと行

き渡っていない箇所で、今後の展開が課題になろうかというふうに思います。

国道の横断につきましては現在、旧釜谷小学校の入口、あるいは釜谷駅の箇所に現在横

断歩道があります。多少距離はあるのですけれども、この横断歩道を利用していただいて、

建物に出入りしていただきたいというふうに考えております。

平野委員長 鈴木委員。

鈴木委員 ありがとうございました。スロープの最後確認なのですけれども、スロープ自

体は雨とか雪が降っても建物のいわゆる外壁の中にスロープが入る構造でよろしいでしょ

うか。この外観の写真を見ると、そちらのほうの確認をお願いいたします。

平野委員長 若山課長。

若山建設水道課長 9 ページの平面図の右側右端のあたりにポーチとか階段の絵ずらがあ

ると思うのですけれども、ここの箇所は入口に入るまでの間に、ここは屋根にかかってい

るのですけれども、おっしゃられるこの上にあるスロープ。ここについては、屋根はない

状況です。

平野委員長 その他ございますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）
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平野委員長 なければ、以上をもちまして、新釜谷生活改善センター設計についても終え

たいと思います。

以上をもちまして、建設水道課の本日 2項目の調査事項を終了いたします。

建設水道課の皆さん、お疲れ様でした。

11 時 30 分より次の産業経済課に入りたいと思いますので、10 分間、暫時、休憩をいた

します。

休憩 午前 11 時 21 分

再開 午前 11 時 30 分

（ 2 ）＜産業経済課＞

・はこだて和牛ブランド化推進事業について

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

建設水道課に続いて、産業経済課の調査事項に入りたいと思います。

産業経済課木村課長並びに堺主査、出席ご苦労様です。

それでは、資料が 1 番から 4 番まで出ておりますが、1 番から順番に説明を求めたいと

思います。

はこだて和牛ブランド化推進事業について、早速進めていきます。

木村課長。

木村産業経済課長 産業経済課の木村です。

まず、午前中水産商工グループの調査項目ということで説明させていただきます。

はこだて和牛ブランド化推進事業については、平成 27 年度の事業の進捗について説明さ

せていただきます。

また、上磯郡漁協の現況につきましては、水揚げ高等関係資料がございますが、サケ漁

が極端な不振でございません。一方で、アワビ・ウニについては、増加傾向ということで

すが、総体的には漸減傾向でございます。これら踏まえた中で事業展開としては、塩蔵ワ

カメ施設整備事業、あるいは従前整備したホタテ・コンブ養殖施設の活用を行って、養殖

事業への転換を図っているところでございます。詳細については、担当より説明させてい

ただきます。以上です。

平野委員長 堺主査。

堺主査 水産商工グループ主査の堺です。よろしくお願いします。

私のほうから、はこだて和牛ブランド化推進事業について説明させていただきます。

2ページをお開きください。

1.事業の進捗状況でございますが、（1）入荷状況です。いままで 3 回入荷しておりまし

て、入荷日等については記載のとおりでございます。合計で入荷数量が 525.1 ｋｇ、整形

後が 377.6 ｋｇなってございます。（2）販売状況ですが、全体数量の 377.6 ｋｇに対し、

販売 342.4 ｋｇ、残数量 35.2 ｋｇとなってございます。（3）の販売率は、89.7 ％となっ

ています。（4）購入事業者ですが、10 事業者が購入してございます。（5）入荷後コストで

すが、整形費等、記載のコストがかかってまいります。（6）歩留まりは、71.9 ％となって
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おります。（7）販売価格は、100 ｇあたり 240 円から 630 円となってございます。販売価

格については、4 ページに記載がありますので、あとで説明いたします。（8）補助金の支

出状況ですが、事業費 143 万 4,000 円に対し、2 分の 1 にあたる 71 万 7,000 円を支出して

ございます。（9）の購入頭数は 2.5 頭を想定しておりますが、昨年から値上がりしている

ため、予算の範囲内での補助としてございます。

2．ですが、事業展開を踏まえての現状と課題でございます。現状は不人気部位が無くな

ってきておりまして、どの部位も平均的に使用されております。はこだて和牛の認知度も

向上してきておりまして、今後は、イベントや雑誌を利用したさらなる認知度の向上が必

要と考えてございます。イベントについては、オータムフェスト等の既存の物販を想定し

ておりまして、雑誌についてはじゃらん等の旅行雑誌やフリーペーパーへの掲載を想定し

てございます。

3.今後の展開については、皆さんもご存じのとおり、平成 27 年度の第 4 回赤毛和牛認定

農場枝肉共励会において、東出雅史氏が優勝となる特別奨励牛を奨励しておりまして、こ

の日本一となったということを利用しながら、さらなるＰＲ認知度の向上に努めまいりま

す。

4．フォローアップについては、各個店が販売する商品のメニューについて、ブラッシュ

アップなどを行いながら、魅力ある商品のＰＲを行っていきたいと考えております。

次に、3ページをお開きください。

こちらは、入荷部位と販売の状況を一覧にしたものでございます。

搬入数量と販売数量は記載のとおりですが、販売数量のほうについては、販売可能数量

ということでの記載になってございます。

残数量については三角バラが 13.9 ｋｇ、ブリスケが 7.5 ｋｇ、バラ肉 5.9 ｋｇとなって

おりますが、取引業者が既に決まっておりまして、一時保管しているというのが現状でご

ざいます。

割合については高い順に、バラが約 19 ％、モモが約 14 ％、肩ロースとウデが約 10 ％と

なっております。この 4つの部位で、だいたい全体の半分を占めてございます。

次に、小売価格と販売価格ですが、小売価格とは市販で販売している価格となります。

販売価格とは、補助を入れた時の価格となっておりまして、どの部位も小売価格の約 7 割

程度の販売価格としています。

販売額については、販売数量×販売価格となっておりまして、合計が 128 万 8,256 円と

なっております。こちらも販売可能額ということでの記載となっておりまして、補助金に

関する牛肉を全て売った場合の金額となっております。

以上で、はこだて和牛ブランド化推進事業の説明を終わります。

平野委員長 説明が終わりましたので、各委員の質疑を受けます。

鈴木委員。

鈴木委員 鈴木です。

こちら 3 ページ目なのですけれども、入荷部位と販売の状況の表、こちらはもちろんい

わゆる補助金の数量だけということでよろしいですよね。木古内で流通されている和牛の

全体量は、このほかにいわゆるこちらを業務量という形でたぶん皆さん略称されていると

思うのですけれども。いわゆる一般向けの状況・データというのは、現状どのように管理
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されているのか、若しくは把握されているのかというのをちょっと知りたいなと思ったの

です。というのは今後、いま不人気部位もなくなってきているということで、状況によっ

ては補助の部分も新幹線が来るタイミングで、あらゆる方向から考えて拡大する方向性も

検討してみてはいかがでしょうかという部分を含めて、一般用のデータをいま把握されて

いるかどうかお願いいたします。

平野委員長 木村課長。

木村産業経済課長 データとしてきちんともらっているものではございませんが、いわゆ

る補助外のことをおっしゃっていると思います。これについても補助事業とほぼ同様の進

捗状況ということで、販売についても不人気部位というのは以前からあったのですけれど

も、そちらのほうもいろいろ利用していただいているというふうに伺っています。以上で

す。

平野委員長 鈴木委員。

鈴木委員 ありがとうございます。そうしますと、木古内町外で保証されている頭数は、

約 5頭ということでよろしいですか。わかりました。ありがとうございます。

平野委員長 その他ございますか。

又地委員。

又地委員 生産頭数が例えば 230 頭という頭打ちになっていると。「ブランド化、ブランド

化」と言うのだけれども、例えば生産頭数がまだまだどんどんこれから膨れて、頭数が上

がっていきますよという現状なのかどうか。生産頭数が 230 頭で頭打ちになっているとい

う段階の中で、ブランド化推進事業という役目はもう終わったのではないかという気がし

ないでもない部分もあるのですよ。私、肉のつしまさんに行っていろいろ聞いてみました。

そうすると、木古内の場合は売れない部分が残っていくということなのですね。人気がな

いという部分。だけれども、肉のつしまさんはつしまさん自体でいろいろ工夫を凝らして

完売するのです。つしまさんは奥尻町から依頼されていると。木古内町もたぶん行ったは

ずだ、肉のつしまさんのところには。だけれども、木古内は断りましたと。「なぜ奥尻を引

き受けたの」と言ったら、町自体が全面的にと言うかある意味では全責任というふうに私

は捉えたのだけれども、全責任をつしまさんに 100 ％任せているということなのですよ。

その後、その辺の違いがちょっとうちの町とあるのではないのかなというふうにも私は感

じてきました。もう 1 回元に戻るけれども、生産頭数が 230 頭と。去年を考えると、例え

ばふるさと納税の部分でうちのホームページを見えれば、いきなりばってんです。ばって

んで品切れというホームページです。本当に情けない話で、それはなぜなのかなと。そう

すると、例えば販売している店の力関係によるのではないのかなと。それは、例えば 525.

1 ｋｇ買ったと。377.6 ｋｇ精肉での数量ですよと。且つ売れない部分も出てくると。そう

すると、ふるさと納税をしてくれる人のほとんどははこだて和牛が多かったと。違うもの

あったけれども、すごく人気がありましたと。だけれども、ここの店屋さんで用意できな

いからいきなり中止。中止というよりも品切れのホームページ。本当に情けない気持ちで

見ていたのだけれども。そういう生産頭数が 230 頭がマックスですよという時に、まだこ

のはこだて和牛のブランド化推進事業をしていかないとだめなのかというちょっと疑問符

が私にいま付いているのですよ。その辺の見解をちょっと知りたいなと。東出雅史君のと

ころで 1 位になったと。それは、ある意味でははこだて和牛の美味しいというあれは道南
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の人方はほとんど知っています。だけれども、如何せん生産頭数が早い話、私は足りない

と思っているのです。だから、いまの時点で生産頭数が 230 頭ということであれば、それ

以上伸びないというのであれば、この事業はもうしなくてもいいのではないかという気さ

え時として湧いてくるのですよ。その辺の見解というのはどんなふうに捉えているのでし

ょう。何か例えば購入事業者数、10 事業者ですよ。これは極端な話、久上さんに行って買

ってくるわけです。そして先ほど鈴木委員からもあったけれども、例えば町民がはこだて

和牛をどの程度のあれで木古内の町民が買って食べているのだろうかと。ここの部分をし

っかり押さえないと、このブランド化事業というのは大して意味がないのではないかと。1

事業者に対しての単なる支援策にすぎないのではないかというような気さえ私は最近する

のですよ。その辺の見解をちょっと、どんな見解を持っているのか聞いておこうと思う。

平野委員長 木村課長。

木村産業経済課長 このはこだて和牛ブランド化推進事業の目的につきましては、新幹線

開業前後に増大するであろう観光客に対して、木古内町の特産品の一つであるはこだて和

牛を提供できるようなシステムを作っていくということでございます。そのシステムの中

身としては、木古内の卸業者が一定のまとまった数量を購入して、飲食店に卸せるような

状態にして、飲食店ではこだて和牛を使った様々なメニューを提供していって、このはこ

だて和牛の良さを主に観光客に認知してもらうということでございます。

そのような趣旨から言えば、まだ北海道新幹線開通前で以前、観光客数の目標もおよそ

5、6 万人から 3 倍の 20 万人を想定している中では、これから提供の予知はありますし、

道の駅の中にありますレストラン「どうなんｄｅ'ｓ」でもはこだて和牛をメインとして看

板メニューとして提供していきたいということを伺っていますので、観光振興の面から言

えばまだまだ継続すべきだというふうに認識しています。

一方で、生産頭数の増ということで言えば、これ農業のスタンスになってくるのですけ

れども、繁殖牛は木古内町内のみならず、町外からも移入してくるわけです。ここが北海

道全体、あるいは全国での傾向と同じ、農業者が高齢化することによって、牛の飼育を止

めていく農家が多く出ているというような状況の中で、どうにかしてまずはこの 220 頭な

いし 30 頭の出荷頭数を確保していかなければならないということで、今後町内で一貫生産

をより増加させることができないか検討をしているところでございます。したがいまして、

増頭というよりはいま現在の出荷頭数を維持していくということが必要ではないかという

ふうに思っています。

そしてまた、この出荷の消費状況なのですけれども、札幌圏、それと函館圏と、卸小売

としては肉のつしまと久上商店でございます。

当初は、補助事業のみで木古内町内に流通していたわけですけれども、やはりはこだて

和牛の認知度が高まって町内でも食したいというかたが出てきた中で、補助外でもおよそ

同等の頭数 2.5 頭を取り扱うこととしておりましてこの間、きこりろ、あるいは取り扱い

事業者の店頭で販売して、一定程度消費されているというふうに伺っています。これもこ

こ 1・2 年の話ですから、今後伸びていく可能性というのはあるというふうに思っています。

それと、ふるさと納税の関係で若干意見が出ましたけれども、肉のつしまで取り扱って

いるのは 2頭くらいだったというふうに認識しています。はこだて和牛を使っているのは。

当然、人気部位と言いますかロースとかサーロインとかはそのまま提供されるという中で、
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それ以外の部位についてはハンバーグを作って販売しています。これは、きこりろについ

ても委託販売しています。それなりの値段は金額はするのですけれども、金額見合いでの

味だと自分は思っています。できれば木古内の業者もそのようなことをしていけばいいの

でしょうけれども、やはり設備投資に結構な額がかかりますので、なかなかそこまではで

きないというような状況でございました。

肉のつしまさんにはこだて和牛のふるさと納税に対する継続的な提供というのを要請し

たところ、先ほど又地委員がおっしゃったように、まず奥尻町を全面的に引き受けたので、

奥尻町という名前は出しませんでしたけれども、ある自治体の納税の相当費について引き

受けたので、残念だけれども木古内町含めてほかの町までなかなか手が回らないし、もし

安易に引き受けて私達のほうで間に合わないとか遅延があるとか、そういう粗相があって

は申し訳ないので引き受けることができないという返答をいただいています。

奥尻町については、はこだて和牛が 5 頭くらいだったと思います。出荷頭数。それ以外

は黒毛で対応していると思っています。以上が、それぞれの状況です。

平野委員長 すみません、いまの説明で奥尻もはこだて和牛を 5 頭やっているというので

間違いない。

木村課長。

木村産業経済課長 木古内に来ればはこだて和牛になるのですけれども、奥尻で出荷すれ

ば通常、赤毛和牛として出荷されます。以上です。

平野委員長 奥尻の特産品としても赤毛和牛として、はこだて和牛を出していると、実質

5頭くらい。

又地委員。

又地委員 私がそもそも言いたいのは、230 頭がマックスだった。これが、例えばホクレ

ンさんのほうで大部分は持っていくのでしょうけれども、これが売れないであまり人気が

なくて、そして値段もあまり良い値段取れないという部分なのかどうかということなので

す。230 頭マックスで生産してもらったものが全て売れていますというふうに私は解釈し

ているのですよ。これが残っているというのであれば、町を挙げてはこだて和牛の生産地

は木古内なのだと。こんなに美味しいのですよということを町民総挙げて、そして何とか

ブランド化に持っていこうという当初の気運は気運で私は良かったと思うのだけれども、

いま生産頭数が大した上がらないで 230 頭という頭打ちになっている段階で、まだまだこ

れをブランド化推進事業としてやっていかないとだめだと何があるのだと。私は極端なあ

れだけれども、1 業者の救済にすぎないのではないのかというような気さえもっているの

ですよ。もう 230 頭の生産の部分では、これははこだて和牛 230 頭、これは全て完売して

いると。そして、いまの値段が維持されていると。且つ、生産者が例えばＡの 3 以上の肉

を出した場合には、もっともっと値段は上がっているだろうと。そう私は思っているもの

だから、これが売れないで残っているというのであれば、ブランド化の推進事業の意味と

いうのはわからないわけでもないけれども、していかないとだめだと思うのですよ。だけ

れども、ふるさと納税ではこだて和牛を希望したかたがいるのに、品物がないからそれは

実施できないわけでしょう。ということは、既に 230 頭というのはもう完売していますよ

というふうに捉えていいのではないのかなと。あるいは、ふるさと納税の部分で例えば助

成を受けている店屋さんが久上さんなら久上さんが仕入ができないと。売れない部位が残



- 23 -

るのでと言うのであれば、ある意味ではもう少し考えを新たにしないとだめではないのか

なという気さえするのですよ。例えば今年度、ふるさと納税の部分で言えば、はこだて和

牛の部分の対応はどうなっているのだろうと。もし去年と同じような状態に事業者がなる

のであれば、ホームページは変えないとだめだと。例えば、期間限定だとかいうようなホ

ームページを作るべきだとも私は思うのです。だから、「ブランド化、ブランド化」と言う

けれども、230 頭の生産が全て完売しているにも係わらず、まだブランド化で助成金を出

しながらやっていかないとだめなのかとそこに疑問符が残るのですよ。それは、交流人口

も増えるでしょう。そうしたら、はこだて和牛は「美味しいわ、美味しいわ」と交流人口

が増えて観光客が来て食べてもらえるとしても、生産頭数が限られているのだから品薄に

なりますよこれは。そう思いませんか。にも係わらずブランド化事業で金を出すというの

は、私はその使命はもう終わったのではないかと思っているのだけれども。しつこいよう

だけれども、もう 1回聞きます。

（「関連」と呼ぶ声あり）

平野委員長 鈴木委員。

鈴木委員 いま、又地議長から説明した中で 1 点だけ。いまふるさと納税と一般のかたの

目線からという部分で、1 業者のという話がありましたけれども、こちらのいわゆる補助

金内の肉です。こちらもほぼ使用されているということは、業者間のそれぞれの店舗さん

の話を聞くと、足りなくなっていると。いわゆる業務用の奪い合いと言いますか早い者勝

ちで、不平等感が非常に出てきているという部分で、同じ店舗で同じステーキを出しても

一方は補助金が入って安く仕入れて、でも一方は一般で買う。だけれども、販売価格はそ

れなりに揃えていると。そういった意味で非常に不平等感も出てきているという部分で、

私はブランド化推進事業が又地議長が言ったようにその使命がというそこの部分は、私は

業者さんの皆さんの声を聞くと、そこの部分も拡大すべきなのか、それともある程度平等

性を持たせるべきなのか。そこもちょっと一緒に考えていかなければならないのかなと考

えていますので、考えをお教えください。お願いいたします。

（「関連」と呼ぶ声あり）

平野委員長 新井田委員。

新井田委員 いまの又地議長、あるいは鈴木委員から関連でお話がありました。私もちょ

っといろんな思いはありますけれども、先ほど木村課長のほうからこの推進事業に関して

は云々ということでいろいろ説明がありました。その中で、要するに私はいまのふるさと

納税も含めて、このはこだて和牛の提供ができないということであれば、懸念するという

のはやはり観光云々という観光者へある程度提供したいという思いはわからないわけでは

ない。しかしながら、そういう事業展開の中で供給ができないということであれば、逆に

憂慮すべきことではないのかなと思うのです。「できる」と言ってできないと。これはある

意味では言葉は悪いですけれども、何なのよというようなことになってしまうわけですけ

れども。いま言ったように頭打ちで 230 がマックスであれば、いろいろ展開の中でああし

たいこうしたいというのはわかります。それはもういろいろわかります。しかしながら、

いま供給ができないということであれば、例えばホームページを開いたらいつでも人気部

位がだめだめだめというようなことであれば、何だ木古内町と。そういう懸念も出てくる

わけですよ。先ほど交流人口が当然増えていく中でも、本当かどうかはわかりませんけれ
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ども、はたして 100 ％いまの交流センターの中のレストランがじゃあはこだて和牛を使っ

ているのと。使えるのということになったら、それでお客さんのニーズに答えられるのと

いうような状況を踏まえていくと、230 頭ではたして可能なのかなという部分もちょっと

思います。そうであればいま言ったように、又地議長がおっしゃったように、やはり方向

性を変えるべきことも視野に置かなければいけないのではないのかなとそんなふうに思う

のですけれども、その辺も含めてちょっと答弁を願いたいと思います。

平野委員長 木村課長。

木村産業経済課長 まず、はこだて和牛の販売状況です。又地委員がおっしゃっているよ

うに、230 頭は全て引き合いがあるという状況です。

一方で、それが生産者からホクレン商事にわたる際には、一定の価格。年間の価格決め

があるので、その価格で売り渡しするのですが、消費者にいく時は基本の定価というのは

あるのですが、それとは別にキャンペーンというバーゲンということで 3 割引き、あるい

は部位によっては 5 割引きで出されている状況があります。そのような中で、ホクレンシ

ョップとしては販売戦略の一貫で、トータルで店として売上を図ろうということですから、

それの販売戦略の一つに組み込まれているというような状況があります。

一方で、木古内町としていままでどのような状況だったかと言うと、先ほど来言ってい

るように 2 頭ないし 2.5 頭くらいの取り扱いしかございませんでした。ここ 1・2 年で補助

外を含めて 5 頭ということで、ＪＡあるいはホクレンの見方も変わってきております。そ

れで現在、関係者・事業者も含めてなのですけれども、相談しているのはまず木古内でき

ちんと実績を残していく、頭数の実績を残していくということでございます。これによっ

てホクレンが木古内町に出荷する頭数を増やしてくれる可能性が各段に増えていくという

ことで、実は小売事業者のほうからも取り扱いの増頭の申し入れがありまして、これにつ

いては増頭する方向で事業者あるいはホクレン商事と協議を進めていますし、それ以降も

まだはこだて和牛を取り扱いたいと。新井田委員がおっしゃった道の駅内のレストランも

含めて取り扱っていきたいということで申し入れがありまして、それについても対応を検

討しているところでございます。

したがいまして、鈴木委員がおっしゃった不平等感ということもありまして、できれば

拡大して各飲食店が必要な時に必要なだけやれればいいのですけれども、それはどの程度

かというのはなかなか想定しかねますので、新年度予算に向けては少し拡大の方向で財政

当局と協議しているところでございます。

それと、ふるさと納税の関係なのですけれども、一時数か月にわたってメインの贈答品

であるはこだて和牛が提供できないという状況がありました。それを踏まえた中で、肉の

つしまさんに行ったり、あるいはホクレンショップとホクレン商事と協議をしたりして、

いま現在はホクレンショップの協力を得て、定期的に肉が入ってくる体制を作っています。

そうは言っても常時というわけにはまいりませんけれども、以前よりははこだて和牛の贈

答品が提供する期間というかが増えているというふうに認識しています。

答弁漏れがありましたら、副町長からお願いします。

平野委員長 副町長。

大野副町長 補足という形になるかと思うのですけれども、繁殖農家が減っている中で子

牛が足りないと。それで 230 頭しか生産できないというのは、これは事実でございます｡た



- 25 -

だ、230 頭のうち何頭木古内に持ってくるのかというのが勝負だと思っていますので、来

月卸業者がホクレンに対して必要頭数を出してきますので、その中で木古内町もふるさと

納税相当分ということで、何頭かは出していきたいというふうに思っています。

さらに、ふるさと納税にしましても良い部位と悪い部位というか、食べたいところとそ

うでないところというのがあるようですけれども、セットで出すことも考えています。例

えばバラにネックを付けるとかそんなことも展開としては考えていきたいというふうに思

っていますので、何せ新幹線開業でたくさんのかたが木古内に来て、ブランドのはこだて

和牛を食べていただく。これを継続して提供できるということをブランド化事業としては

やっていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。

平野委員長 又地委員。

又地委員 私は、私の考えは、例えば木古内で売れる頭数を増やすとか増やさないとかと

いう問題ではないと、考え方は。それは例えば、はこだて和牛は木古内に行けば食べられ

ますと。そして、木古内で売れる頭数がたくさんなればいい。なればいいのだけれども、

所詮 230 頭というマックスの頭数が増えるわけではない。そもそもはこだて和牛のブラン

ド化推進事業というのは、誰のためにやったかと。生産者のためにやった。そうではない

ですか。一つのあれとしてそれもあったでしょう。全部ではないけれども。だから、私は

230 頭がどんどんどんどん増えていって、そしてあまる部分があると。売れない部分もあ

るからみんなで何とか底上げするために、この事業をやるというのならわかる。だけれど

も、何年もやってきているのだけれども、さっぱり頭数が増えないと。いま今度方向性が

ちょっと変わってきているのは、とにかくはこだて和牛だから木古内で生産しているから、

木古内に来た観光客にたくさん食べてもらいたいと。それで、木古内で販売できる頭数を

何とか増やしたいと。これとこのブランド化推進事業はちょっとかけ離れているのではな

いかと、考え方そのものが。私はそんなふうに最近感じているのです。だから、何かもっ

と違った考え方があるのではないのかなという気がしないでもない。例えば木古内の人で

も、例えばはこだて和牛を食べたことのない人もいるかもしれない。そうしたら、木古内

で生産されているはこだて和牛なのだから地元の人にもっと理解をしてもらおうと。その

ために、例えば牛の 1 頭の丸焼きだとかそういう何か企画したほうがもっといいのではな

いのかなというような気がしないでもない。例えば池田町はワインがある、池田町で毎年

やっているのだよね。かえってそっちのほうがＰＲするには大したいいのではないのかな

と、効果があるのではないのかなと思う。そして、まして新幹線が開業だと。そうしたら

木古内に来てもらうという一つの呼び込みのＰＲにもならないのかなと。そっちのほうが

何かはこだて和牛ブランド化推進事業には効果があるのではないのかなと思ったり、そん

なふうにも思う時もあるのですよ。昼休みだから、午後からでいいです。

平野委員長 個人の見解は様々だと思います。私個人的には、いまの 230 頭で十分なのじ

ゃないかと思います。又地議長とは正反対なのですけれども。いかにこのはこだて和牛ブ

ランド推進事業が必要か必要ではないか、当然永久的に必要だと思うのです。副町長が言

うように、この和牛はホクレンショップを賑わせるためではなくて、木古内町を賑わせる

ためにはこの町内でいかに経済効果が上がるかだと思うのです。ですので、いまの 2.5 頭

じゃなくて 230 頭もいるわけですから、このうちの 10 頭・20 頭を木古内町で裁ければよ

り木古内が経済効果が上がるということを考えると、まさにこの契約頭数の問題だと思う
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のです。ただ、個人の見解は様々ありますので、引き続きの再質問等もあるでしょうから

休憩を挟んで、午後からまた質疑・答弁を行いたいと思います。

昼食のため午後 1時まで、休憩といたします。

休憩 午後 12 時 07 分

再開 午後 1時 00 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

午前に引き続き、はこだて和牛ブランド化推進事業について課長より答弁が終わりまし

たので、再度質疑を受けます。

鈴木委員。

鈴木委員 確認でございます。頭数、そして補助金の部分は今後、予算も含めて拡大する

方向で検討していただけるということでよろしかったでしょうか。

平野委員長 木村課長。

木村産業経済課長 何人かのかたから指摘されているとおり、生産頭数というのは横倍、

頭打ちの状況であります。その中で観光振興の面からすれば、先ほど副町長が答弁したよ

うに、木古内町でいかにはこだて和牛を消費する方策を考えていくかということで当然、

木古内町への移入頭数。そしてまた、ことしもまた飲食店のアンケートを取る予定になっ

ておりますけれども、昨年のアンケート結果も踏まえますと、まだまだ使用したい時にな

い状況があるということで、それらの解消に向けて。全てというのはなかなか厳しいのか

もしれませんけれども、飲食店が使用しやすいような状況をさらに使っていきたいと思っ

ていますし、各飲食店のニーズをもう一回洗い出してみようと思っています。

その中では現在、財政当局と補助金の拡大について協議している最中です。以上です。

平野委員長 その他ございますか。

竹田委員。

竹田委員 拡大について検討しているということですから、この部分は新年度予算で予算

計上になるわけですから、その中で十分一般質問含めてこの議論。拡大にすべきだという

議論もあれば、経済効果を含めてはたしてどうなのだという疑問符の部分もあるわけだか

ら、これはそういう部分の角度から新年度の予算、あるいはそういう議論の場でやはり汎

用しなければないというふうに思っているところです。ですからやはり、拡大するのであ

れば拡大する定義というか根拠を含めたものがきちんとなければ、簡単には「そうですか」

というわけにはいかない。個々の考えも委員個々の考えもあるでしょうけれども、みんな

それぞれの受け止めは違いますから、その中で議論するということで一つ受け止めてくだ

さい。

平野委員長 様々な問題点を指摘されましたけれども、ふるさと納税でのはこだて和牛の

欠品、あるいは地域飲食店がメニューを出す際にその肉を確保できるかということについ

ては、次年度以降はいわゆる 230 頭の中でいかに木古内町内で販売できる割合を高めるか

ということが契約のやり取りの中の課題だと思うのですけれども、その中で問題が浮上し

てくるのがその契約頭数を増やしたところで、我が町の要はお肉業者さんがそれに対応で

きるのかということも、当然ながらその業者と打ち合わせをしなければならないと思いま
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す。そのことを踏まえて、次年度に向けてのこのブランド化推進事業を進めてほしいので

すけれども、いまも出されたようにいままで行ったいわゆる助成の 100 万円が妥当なのか、

どこまで浸透しているのか。この 100 万円の意味というのは、地元の町民の方々にいかに

多く食していただいて、はこだて和牛の認知度を上げるかという目的だったと思うのです。

これは過去にも散々申し上げてきましたけれども、その助成を使ったお陰で町民のかたは、

その助成を活用していかに飲食店で、いかにいくら安く食べられたかという浸透が未だな

いのです。これは、過去の常任委員会あるいは決算委員会でも申したと思いますけれども、

担当課でそのように各飲食店にきちんと伝えて表示等も含めて、この 100 万円を使ってい

る意味合いをもっと浸透させるという答弁をいただいたのですけれども現状、先ほど休憩

の中でも各委員で話をしたのですけれども、そのようなことが目に見えてこないのが現状

であるということなのです。ですので、いま鈴木委員からは拡大の話も出ましたし、逆に

竹田委員からは「どうなのだ」という話も出ましたけれども、現状のままだといまやって

いる助成が適当だとはちょっと思えないのです、私個人としては。ですので、いま答弁を

求めても具体的な話は出てこないかもしれませんけれども、次年度のこの推進事業で予算

化する上で、明確に取り組むべきことをやはり飲食店だったりに伝えて、進めてほしいな

と。進めなければ予算化だってどうなのだということになりかねませんので、その辺はし

っかりきょうの様々出た意見も含めて、担当課には取り組んでいただきたいと思いますの

で。

そのような申し添えで、はこだて和牛ブランド化推進事業についてはよろしいでしょう

か。

（「はい」と呼ぶ声あり）

・経済団体（商工会・農協・漁協）の現況について

平野委員長 それでは続きまして、上磯郡漁業協同組合について、4 ページ目から説明を

求めます。

堺主査。

堺主査 それでは、私のほうから上磯郡漁業協同組合の現況について説明いたします。

5ページをお開きください。

1.組合の現状でございます。①組合員数ですが、合併時には計 329 名が在籍しておりま

したが、平成 27 年 4 月 1 日には 225 名まで減少しております。因みに減少率は、31.6 ％

となっております。合併したのは、平成 16 年 4 月 1 日に合併しておりまして、27 年の 4

月 1日まで約 11 年経過してございます。

②については、木古内支所組合員の内訳となってございます。木古内・札苅・泉沢・釜

谷それぞれの地区については、記載のとおりでございます。合計で、合併時 62 名が平成 2

7 年 4 月 1 日では 37 名まで減少しております。減少率については、40.3 ％というふうにな

ってございます。

③役員数ですが、人数は記載のとおりでございます。木古内支所管轄としては、新井田

七五三男氏が理事として選出されてございます。本来、地区選出役員としては理事に 2 名

配置するところですが、現在は 1名が欠員となっている状況です。
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④職員数ですが、漁協全体では正職員、準職員合わせて 26 名で運営してございます。ま

た、木古内支所は正職員 1 名、準職員 2 名、計 3 名で配置となってございます。信用窓口

が開設される日がございまして、その日には本所から 1名木古内支所に配置されます。

次に、6ページをお開きください。

⑤組織機構図となっております。こちらは記載のとおりですので、参照願いたいと思い

ます。

次に、7ページをお開きください。

⑥平成 27 年度上磯郡漁業協同組合の関連事業でございます。

ウニの人工種苗購入事業補助金については、規格 20 ｍｍ種苗を 25 万粒放流してござい

ます。購入単価は 1粒 20 円となっておりまして、全体事業費が 540 万円となっております。

木古内町が 250 万円、漁組が 290 万円で事業を展開しておりまして、対象水族はバフンウ

ニとなってございます。

次に、ワカメ養殖施設整備事業業務委託、札苅漁港漁船上架用滑り材改修事業補助金、

漁業近代化利子補給金、ホタテ養殖漁家安定資金利子補給金、塩蔵ワカメ施設整備事業補

助金といったところで、計七つの事業を展開しております。内容については、記載のとお

りです。

次に、8ページをお開きください。

こちらは、平成 27 年度木古内町漁業振興会のサケ定置網漁業水揚げ実績でございます。

平成 27 年度を見てもらえればわかるとおり、26 年度から大幅に減少しているのがわかる

と思います。尾数においては 1 万尾、数量においては 3 万 6,000 ｋｇ、金額においては約

1,800 万円が減少しております。平均単価はさほど変わっていないのが現状です。

次に、9ページをお開きください。

こちらは、上磯郡漁協全体の 12 月末までの販売取扱高となってございます。12 月末の

合計が約 12 億 2,500 万円となっておりまして、同時期と比較すると 1 億 8,000 万円ほど減

少となっております。大きな要因としては、表中の上から 2 段目にサケの記載があります

が、こちらが約 1 億 8,000 万円ほど前年度より減少しております。この結果から見ても漁

協全体としても、サケの漁獲が減少しているのがわかると思います。

次に、10 ページをお開きください。

こちらは、木古内地区の 12 月末までの販売取扱高となってございます。12 月末の合計

が約 1 億 7,600 万円となっておりまして、昨年度と比較すると 1,700 万円程度減少してお

ります。大きな要因としては、やはりサケの漁獲高が大きく減少しておりますのが要因と

なってございます。その他は、概ね前年度並みか若しくは増えているというところがあり

ます。とりわけ、中段に記載のあります貝類中のアワビ・ウニの漁獲については延びてき

ておりまして、順調に推移していると思われるところです。

以上で説明を終わります。

平野委員長 上磯郡漁業協同組合について説明が終わりましたので、質問を受けます。

新井田委員。

新井田委員 5 ページの上磯郡漁業協同組合の現況についてということで、過去に何年か

前ですよね。各団体との意見交換の中で漁組さんとも話をした中で、この当時と数量的な

ものも変わってないのですよね。現状はいまの例えば准組合、あるいは正組合の数字がそ
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んなに現状変わっていないと。これはちょっと資料の中でも見て取れるのですけれども。

当時、私もいろんな事業展開の中で、行政からのいろんな漁組に対する支援・援助・補

助その辺も含めながら、やはり特に地元だからとそういうわけでもないのですけれども、

この木古内町に関するてこ入れ。つまり後継者の問題だとか、やはり漁獲高のさらなるア

ップという部分というのは、当時なかなか見えてこない。ただ、援助しているというよう

なその方向性はわからないわけではないけれども、あまりにも漁組さん自体が本当に先を

見た対策を講じていないのではないかとなと。もらうものはもらって、あまり自分達は汗

を流していないのではないかなというようなイメージはあったのです。そういう中で海の

ことですから、そしてなお且つ大自然とのやり取りの中で、いろいろ本業だったりそうい

うことはあると思うのですけれども、一つはこういう人数体制の中で漁組としてわかって

いる範囲で結構ですけれども。後継者の問題含めてどんなふうにちょっと考えているのか、

全く当時のままと同じで皆さんにお任せだというそういう状況なのか、これは一つわかっ

ている範囲でお聞きしたいです。

それと地区販売取扱高、木古内の部分も載っていますけれども、いろいろ木古内は割と

ほぼ概ね顕著に、数字は対前年比何かでもほとんどが前年比を上回っているというような

状況はありますけれども。いろいろな事業展開の中でこれもちょっと個人的な見解なので

すけれども、養殖事業に関しては一ついま私が思うに、いわゆるナマコ。ナマコというの

はどういうふうな位置付けなのかなと。当然ここには、ホヤ・ナマコという項目があって

数字的なものが出ていますけれども、やはり養殖業というのは年間とおしてある程度数字

が見込めると。そういう中ではもうちょっとやり方を含めて、あるいは商品というか魚種

を含めた中で、もっと前進ができるものもあるのではないかなと。その一つはナマコでも

あるのかなという思いがあるのですけれども、この辺のちょっと考えをお聞きしたいので

すけれども。

平野委員長 2 点について。

堺主査。

堺主査 私のほうからナマコの養殖について、お話をしたいと思います。ナマコについて

は、養殖については、現在行っていないです。種苗放流を行っている状況でして、現在木

古内の人工リーフのあたりに種苗放流を行っております。採取については、漁師さんがし

ているものではなくて、ダイバーを入れて共同採捕といった形で、ダイバーを入れた部分

には漁獲が上がっているといったところです。それ以外にも刺し網だったり入ってくるナ

マコがありますから、そういったものは天然物として漁師さんのほうから漁組に出荷され

ているというのが現状でございます。養殖についてはいまのところは、糧食というよりは

種苗放流といった形で、漁組さんのほうでは対応しているのが現状でございます。以上で

す。

平野委員長 木村課長。

木村産業経済課長 後継者対策についての漁組の取り組みということです。これについて

は、すぐに有効な手立てというのはなかなかないという中で、漁組のほうではまずは漁家

の経営安定をすべきだということで、養殖のほうにいま出たナマコも含めて、ナマコも実

証実験をやっているみたいですけれども、そういうようなことも含めてシフトしていって

いるという状況でございます。一部では例えば上磯地域とか後継者が少し戻って来ている
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というところもあるのですけれども、残念ながら木古内ではなかなかそういうような状況

にないということで、今年度から町としては漁業も含めた第一次産業後継者支援事業を展

開していますので、それらをきちんと周知して、さらにどのような支援が必要なのかとい

うことを現場の声を聞きながら進めていきたいと思います。

平野委員長 新井田委員。

新井田委員 いまの説明は概ね理解しました。いずれにしてもやはり後継者問題はいま言

ったように、おいそれとなるものでもないでしょうし、その辺は認識していますけれども。

やはり全体を上磯町全体で見た時に、いろいろ移住定住のかたも当然中にはいらっしゃる

部分もないわけでもないと思うのですけれども、そういう部分を含めてやはり一定のとこ

ろに固まるというか選ぶ権利は来る人方のあれなのだけれども、いろんな手立てを含めて

漁組ともやはりいろんな協議をしながら、一極集中というのはこの広い海の中で沿岸を上

手く活用するためには、ある程度お互いちょっと汗を流しながら新規の特に就業者に関し

ては、いろんな説明をしながらある程度割り振りをしていくという部分も必要ではないか

と思うのです。そういう部分を含めて、さらなる一つお力添えをいただいて、先行きが良

い方向になるように努力をしていただきたいと思います。以上です。

平野委員長 その他ございますか。

竹田委員。

竹田委員 7 ページの今年度の事業の関係で、これにヒジキが載っていないのは 27 年度の

事業でなかったのかとちょっと勘違いしていたのかなと思っていたのですけれども、ヒジ

キは 26 年事業でしたか。まず、その確認をします。

平野委員長 堺主査。

堺主査 事業年度においては、26 年 3 月補正となっておりまして、繰越事業となってござ

います。

事業主体については、ヒジキについては、町が事業主体となりますので、こちらに載っ

ていないです。漁協とは協力してやっていますけれども、一応主体が町ということで、こ

ちらのほうには載せておりません。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 組合の委託でなくて町の直営事業だという。それであれば、それはそれで了解

しました。ただ、一週間くらい前の時化で漁港の越波だとか何日か前にありましたけれど

も、港内にもヒジキの養殖の施設がありますよね。それから、湾外にもあるのです。その

辺の被害というのは、特になかったと大丈夫だったという捉え方でいいのかどうなのか。

平野委員長 堺主査。

堺主査 いまのところ、エコニクスという業者が管理を行っているところなのですけれど

も、そちらのほうからの被害報告は入っておりません。

平野委員長 その他ございますか。

又地委員。

又地委員 大変難しい問題だなと思うのですけれども、62 人いた組合員が准組合員入れて

もう 37 と。随分、残念な結果みたいなものなのですけれども。うちの浜の漁師さん方の平

均年齢とか調べてあるかどうか。調べてあったら教えてください。

それともう一つ、地区選出の役員が欠員のままだと。これは、上磯郡漁業協同組合の中
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で不都合がないのかどうかという部分。

それからもう 1 点は、ホタテの部分でちょっと聞きたいと思っているのは、金額では 20

0 万ちょっとくらいなのですよね。270 万円くらい少ないのだけれども、トン数で 15 ｔも

昨年の末よりも前年度よりも少ないのですね。これは何か 12 月あるいは 11 月あたりに何

かあったのかどうか、ちょっともしありましたら教えてください。以上です。

平野委員長 3 点について。

堺主査。

堺主査 まず漁家の平均年齢ですけれども、いまは 67 歳が平均年齢となってございます。

ホタテについては、11 月・12 月特に被害はなかったのですが、ことしホタテの出荷がす

ごい早くて、7 月の末くらいでホタテの出荷が全て終了といった形になってございます。

ホタテ漁家についても、いま町内では現在 4 軒ほどしかなくて、そちらのほうも減ってき

ているので、その分減量になっているものと思われます。

平野委員長 木村課長。

木村産業経済課長 ホタテについて補足なのですけれども、きちんと確認してはいないの

ですが、海水温が高い中でやはり稚貝が死滅している状況があるということを確認してい

ます。

町としてどのように対応するかということなのですけれども、まずは漁家と漁組の中で

死滅した稚貝について対応していくというふうに伺っています。

それと、地区選出につきましては、不都合はあります。やはりこれは理事会で地域の声

をきちんと伝えるかたが複数名いないということでは、私はあると思っているのですけれ

ども、一方で先ほど言ったように人数も少ない。あるいは、高齢化しているという中で、

なかなかなり手がいないというのが現状だそうです。そうは言っても、漁組の事務局もそ

のような認識はしていますので、引き続いて地域の状況を見ながら選出に向けて相談して

いきたいと思っています。以上です。

平野委員長 又地委員。

又地委員 ホタテの部分なのですけれども、施業漁家が 4戸と。聞くところによりますと、

水温が 2 度から 3 度くらいずっと高かったと。噴火湾も水温は同じように高いのだけれど

も、噴火湾の水揚げというのは盆明け一斉に出したと。木古内・知内の場合は、秋口から

かけて正月を目がけて出すと。ところが水温が高かったものだから、1 年貝・2 年貝は大し

たことはない。3 年貝の被害がすごく多かったということで、木古内・知内は座布団に入

れて吊っているわけなのですけれども、一つの座布団にだいたい 12 枚。12 枚入れて 10 段

のあれを吊っているのですけれども、平均であれば 8 割くらい。12 枚だから 100 枚くらい

籠をほろうと出てくるのだけれども、ことしは 10 段やって 30 枚なら多いほうだというこ

とで、木古内の施業漁家 4 戸は 2 年貝を増毛に行って 100 万円くらいずつ買ってきたとい

う話を聞いています。ただ、2 年貝を 1 年吊って 3 年貝にして、来年製品として出すわけ

ですけれども、またこの冬場に水温が下がらないと、また死ぬ可能性があるわけですよね。

そういうことを考えると、たった 4 戸の施業漁家なので、1 人 100 万円ずつだと 400 万円

です。400 万円あたり買ってきたからといって、はたしてどれだけ生きるかなという心配

があるようです。そこで、こういう水温が高いということでの水揚げ不足なので、何とか

町のほうで補助をするような何かメニューがないのかどうかと。例えば、2 年貝を 100 万
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円で買ってきて、3 年貝になった時に 120 万円とか 150 万円とかになればいいのですよ。

ところがたぶん、水温は大した下がっていないから、たぶん 100 万円買ってきても早い話

3 割であれば 30 万円かそのくらいです、歩留まりが。そうなると、ことし 100 万円出して

買ってきたものが来年その跳ね返りが出てくるので、何とかそのあたりを考えてもらえな

いのかなという声があります。その辺どうなのかなと思っておりましたので。

平野委員長 木村課長。

木村産業経済課長 以前の平成 24 年高海水温の時は、稚貝あるいは 1 年ものの半成貝を移

設すれば、生息が厳しいのかもしれないということで、あの時は稚貝だったのです。稚貝

の際には、運送費について町として助成させていただいています。今回、そういう状況を

踏まえた中で確認をした中で、漁組のほうに確認をしたところ、まずは自前で対応してい

きたいということだったので、町としてはあえて検討しませんでした。システム的になっ

ていないものですから、どうしても漁組からの要望に対して、町として検討していくとい

う状況になっているという現状ではあります。

また、確認をしていないので正確かどうかはわかりませんけれども、漁業共済のほうで

1 魚種で全ての漁師が入れば、漁業共済をかけれるのです。それでもしかすれば対応して

いるのかもしれません。因みに知内のほうはほとんど入っているのです。以上です。

平野委員長 その他ございますか。

鈴木委員。

鈴木委員 鈴木です。

8 ページのサケの定置網、こちらの実績ということで先ほどもご説明があったように、

減っているなということで 10 ページを見ていただきますと、ホタテに次いで 2 番目の金額

実績があるものがサケなのだなと私もちょっと勉強不足でいまわかったのですけれども。

それで、ホタテについては水温等いろいろ先ほど又地委員からも話がありましたが、サ

ケの定置網につきまして要因が広く見ますとたくさんあると思うのです。一つが後継者不

足なのか、それとも自然環境の部分なのか。それとも、ロシア含めた中国含めた外部的要

因なのかを含めて、どのように検証されていて、本年度以降サケの定置網についてどのよ

うに漁組さんのほうは考えているのかなというのがちょっと疑問に思いました。ご答弁い

ただければと思います。

平野委員長 木村課長。

木村産業経済課長 まず、漁家が劇的に減ったとかということではなくて、自然的要因で

これは減少しています。一説にはやはり海水温が影響していて、道東のほうは豊漁だった

のです。なので、サケが南下してこないのではないかという声もあります。また別な方面

からは、日本海からも実はサケが来ているはずなのだけれども、日本海のほうの海模様が

変化をしていて、そちらのほうも変わっているのではないかというかたもいらっしゃいま

す。ということで、あくまでもこれは推測にすぎないのですけれども、そういうことを踏

まえた中で、対応できる手があるかどうかということなのですけれども、漁組としてはな

かなか対策というのは打ちかねているというような状況です。

平野委員長 その他ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 因みに、取扱高の実績の 9 ページでも 10 ページでもいいのですけれども、ヒ
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ジキというのはどこに入るのですか。

堺主査。

堺主査 ヒジキについては、10 ページの海草類の中のその他海藻というところに入ってき

ます。

平野委員長 海草類の中のその他海藻。そうしますと、木古内地区においては販売数量の

記載がなく、金額については 2万 3,000 円が扱いだということになりますよね。

堺主査。

堺主査 海草類ではなくて、下の乾燥して出しているということで、水産製品加工品の中

のその他海藻といったところに入っております。

平野委員長 それで、ここの記載ではその他の中の 1.3 ｔ、このうちのいくらがヒジキな

のかはちょっとわかりませんけれども、現在の流通形態がいわゆる漁組さんではなく、一

漁家から個人へ製品を流れて製品化されているという現状なのですけれども、今後例えば

養殖の部分も含めて木古内町の特産品として、今後ますますＰＲしていくためにいまの流

通形態が適正なのかどうなのかという部分は、行政としてはどのような考えでいるのか見

解があればお聞かせください。

堺主査。

堺主査 まず、ヒジキの養殖後については成功した暁には、全て漁組さんに出荷していた

だくというお約束で、現在養殖の事業を展開しているところでございます。

また、ヒジキの個人的な売買といったところでは、適正だとは行政的にも考えてはおり

ません。その分を将来的には全て漁組に出荷していただくよう、漁家にお願いしながら今

後進めていく予定でございます。以上です。

平野委員長 いま現在のルールがはたしてどこまで、非常にグレーゾーンの部分だと思う

のですけれども、養殖をやって今後販売出荷が増えてきて、木古内町のヒジキは素晴らし

いですよとどんどん商品が流通した場合に、現状の商品流通についても例えば商品の太い

・細いの差だったり金額の差だったり、あるいは干した時の漁師さんによってのごみが混

ざっていたりだとか、現状でもかなり聞こえてくる部分はあるのです。今後ますますヒジ

キを力強く特産品としていくためには、その辺を平らにしていかなければならないという

ことで、まさにいま堺主査が言ったように、いまの流通が正当とは考えていないというの

であれば、その辺をもう少し明確に要望するだとかという手立てが必要だと私は思います

ので、今後の課題として捉えて進めていただければなと思います。

その他よろしいですか。福嶋委員が遅れてただいま出席になりましたけれども、早速質

問は何かないですか。

新井田委員。

新井田委員 新井田です。

いま、ヒジキのお話がちょっと出ましたけれども、いわゆる 10 ページの本年 12 月実績

という中で、これはトン数は 1.3 ｔですよね。それと、金額が 305 万 5,000 円。こんなも

のなのですか、木古内町で取れるヒジキの量は。

平野委員長 いま言った流通が別だから。

（「関連」と呼ぶ声あり）

平野委員長 福嶋委員。
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福嶋委員 ヒジキの話をして去年も私は質問をしましたけれども、新たに視察に言ってき

た結果、釜谷の漁港沖にやっていて、それが成果が出るのはいつなのか。例えば、時期的

に 1 年遅れるのはどうなのか。そして育成状況がどうなのか、結果を辿って半年経たない

けれども。去年の秋に行ってきてやったその結果がどういうふうに順調に伸びているのか。

それともう一つは、予算が 2 ｔで前年度の実績が 117 万 4,000 円。1.3 ｔでパーセント

的には 2.4 倍、こんなものなのでしょういままでの実績が。私が先に話した今後の計画が

どう出る見込みなのか、わかる範囲内で。

平野委員長 堺主査。

堺主査 現状といたしましては、種苗生産まで成功しているといったところで、先日お話

したと思います。その後、釜谷沖に出したものの釜谷漁港内にあるものも全てにおいてヒ

ジキの個体としては、生存率が極めて悪いといったところが現状でございます。来年度も

当然養殖事業として行っていくわけですが、来年度はヒジキを種苗を付ける。ロープなの

か帯なのかといったところの素材をまずたくさん種類をやってみるという実験を行うもの

と、沖だしをする時期を早めたり遅くしたりといったところで、目落ちしないような実験

を行うといった方向で現在は考えてございます。現在の個体については、ほぼほぼ残って

いない状況というのが現状ですので、いまは天然種苗を付けた時に大きくなるのかといっ

た実験をこのたび 12 月から行っております。生息は天然種苗が 10 ｃｍのものがだいたい

20 ｃｍ程度まで伸びているということで、ある程度個体が大きくなった場合にはヒジキの

養殖が成功するものと思って取り組んでございます。以上です。

平野委員長 又地委員。

又地委員 コンブの施業漁家数、これ考えて見ると養殖コンブ。これは干すのだと思うの

です。漁獲高から言えば 3,577 万 3,000 円、その次はホタテなのですよね。すごくいまま

で随分サケだ、ホタテだと言ってきたのだけれも、養殖コンブの水揚げがそれなりにある

なと思いながら施業漁家数を知りたいなと思いまして。

平野委員長 堺主査。

堺主査 現状ではわからないので、いま終わりましたら調査をしまして、報告をしたいと

思います。

平野委員長 又地委員。

又地委員 そうしたらついでに、例えば養殖コンブやっておりますよと。あと磯付きもや

っているとかそういう分析をして、そうすると一漁家あたり、いま 37 あります。一漁家あ

たりの収入がわかってきます。その分析をしてほしい。それをしないといつまで経っても

後継者が育たない。やはり収入が多いと後継者も育つと思うのです。だから 37 の漁家のう

ち、これをやっている、これをやっていると。これを按分していけば年収がわかるでしょ

う。その分析をしてほしいです。お願いします。

平野委員長 木村課長。

木村産業経済課長 ざっくりですけれども、北海道の漁家の平均水揚げ高は 2,000 万円で

す。渡島・檜山に限れば、1,000 万円です。さらに木古内町で言えば、水揚げ高 2 億で 40

戸ですから、1 戸 500 万円ということになります。ですから、渡島・檜山の 2 分の 1 です

し、全道平均の 4 分の 1 という状況を踏まえた中で、今後どうしていかなければならない

かと。いみじくは又地委員がおっしゃったように、養殖のほうはやはりきちんと数字とし
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て出ます。例えば、マグロの 1 本釣りで 300 万とか 500 万とか儲けるのかもしれませんけ

れども、捕れないという可能性もありますから。養殖のほうはコンスタントにやっていけ

ばこれ出ますから、漁組と相談した中で町としては、まずは養殖できちんと数字を出して

いって、それ以外の付加価値でまた儲かっていってもらえればというふうに考えています。

以上です。

平野委員長 コンブの養殖戸数 6 ですね。又地委員、いまの答弁であとのはいいですね。

その他ございますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 なければ、漁業協同組合については、終わりたいと思います。

続いて、表題の 3番、木古内商工会について説明をお願いします。

堺主査。

堺主査 それでは、木古内商工会について説明させていただきます。

13 ページをお開きいただきまして、ちょっと数字の訂正がございました。

（3）の組織体制の強化なのですが、脱退件数が合計 7 件でございます。法人が 1 件から

2件に訂正願います。個人が 4件から 5件に訂正願いたいと思います。

それでは、説明に入らせていただきます。12 ページをお開きください。

1.事業計画について、説明いたします。

（1）商店街の活性化ということで、消費喚起プレミアム商品券発行事業を行っており、

地域経済の活性化を図ってございます。発行総額・使用率については、記載のとおりです。

18 ページに記載しておりますので、そちらで詳しく説明したいと思います。

また、商工まつりや青年部まつりの開催やはしご酒スタンプラリーを実施しておりまし

て、こちらでも地域経済と参加事業者の活性化を図ってございます。

次に、（2）景気対策の展開でございますが、（イ）として都市部への消費購買の防止と大

型店舗に対抗し、共同販促チラシ事業を展開しています。今年度は、6 回実施しておりま

して、事業状況と事業費については、記載のとおりです。

（ロ）地域振興事業については、6 事業に積極的に協力・参加といったところでござい

ます。参加した日は、記載のとおりでございます。

次に、13 ページをお開きください。

組織体制の強化ですが、12 月末現在の会員数でございます。会員数は 173 名で、内訳は

一般会員 159 名の定款会員が 14 名といったところです。今年度は加入が 4 件となっており

ます。また、脱退については 7件といったところで、3件減少している状況です。

（4）部会・部活動の活性化については、概ね月別事業計画に基づき実施してございます。

（5）要望等の実施状況ですが、①については、要望先は木古内町となっておりまして、

日時は記載のとおりです。内容については、北海道発注工事に対し町内業者が参加しやす

い環境作りを町長へ要請してございまして、町としてはこのことを北海道へ速やかに要請

しているところでございます。

①については、要望先は渡島総合振興局長となっておりまして、日時は記載のとおりで

す。内容については、町内に建設される道営住宅のプロパンガスや灯油関連設備等につい

て、地元業者を対象としてほしい旨、要望してございます。

結果としては、団地の中に自治会を作るということで動いておりますので、そちらのほ
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うからで町内業者を斡旋して使用するといった方向になってございます。

次に、14 ページをお開きください。

（1）商工業者と会員の状況でございます。一つ目の表については、地区別の会員状況と

なっておりまして、商工業者の約 8 割が本町・新道地区に集中してございます。また、企

業形態は個人が 92 件、法人が 71 件となっており、合計の会員数が 163 名となっておりま

す。

二つ目の表については、業種別の会員状況となっておりまして、商工業者数については

町内で商工業を営んでいる件数で、こちらの件数については商工会の独自調査で調査した

件数となってございます。小規模事業者数は 227 名ということで、こちらは概ね 20 名以下

の事業者数です。中で、卸・小売業者については、5 名以下が小規模事業者ということに

なってまいります。そちらの内訳を記載したものが、二つ目の表でございます。

次に、15 ページをお開きください。

こちらは、平成 27 年度の月別事業計画を 15 ページから 16 ページにかけて記載をしてご

ざいます。これは、総会に提示した事業計画でありまして、現在 12 月まで計画しておりま

すが、概ね計画どおりに事業を行っているところでございます。

次に、17 ページをお開きください。

こちらは、平成 27 年度職員人件費を記載してございます。こちらは、事務局長、経営指

導員、補助員、記帳専任職員ということで、4 名の人件費となってございます。表の下段

にあります木古内町補助金については、人件費合計から北海道補助金を引いた残金を町の

基準で再算定したものの、7割を補助金として支出してございます。

次に、18 ページをお開きください。

こちらは、消費喚起プレミアム商品券の月別換金状況を記載しております。月別につい

ては記載のとおりでありまして、合計が 6,742 万 3,500 円を換金しております。というこ

とはこの分、町民が使用しているといったところでございます。販売実績としては 5,200

組、こちらの 1 万 3,000 円で 6,760 万円分の商品券を販売しているといったところです。

内、未換金額が合計で 17 万 6,500 円ありまして、こちらが使用されていない商品券の分

となります。換金率が 99.74 ％となってございます。

この度の商品券については、大型店舗から 3 ％の事務費負担金ということで徴収してお

りまして、その金額が 48 万 8,250 円となってございます。

以上で、木古内商工会の説明を終了します。

平野委員長 説明が終わりました。質疑に入る前に資料なのですけれども、商工会につい

ては丸っきり商工会から出された資料をそのまま添付しているということですよね。とい

うのが例えば、漁組にしろ農協にしろ木古内町から出た補助の関連事業ということを中心

に調査を行うのですけれども、商工会については町が補助した関連事業ということを無視

してというわけではないですけれども、総体の部分をということなのですよね。なので、

資料についてはもう少し町が具体的に補助した関連の部分について、どうなのだという説

明等があればそれぞれつながるのかなとは思うのですけれども、それについては何かあれ

ば。

木村課長。

木村産業経済課長 以前の何月かはちょっと記憶にないのですけれども、町の補助助成状
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況についてということで、委員会の事務調査を行っています。その中で、私は網羅されて

いるというふうに考えています。

今回につきましては、去年は意見交換会、一昨年は事務調査ということで、各産業経済

団体と行っていましたので、それを団体を招聘しない中で、行政側に確認するというふう

な捉えでしたので、それぞれの産業経済団体に今回の委員会の趣旨を説明した中で、それ

ぞれ資料を提出していただいて、その中で少し不具合なものもありましたから、それにつ

いては意見交換をしながら修正して提出させていただいています。以上です。

平野委員長 資料については、考えた中で意図するものとして提出したということでいい

のですね。因みにいま言った、「関連事業について中身を精査した」というのはいつの話で

すか。平成 27 年度のですか。

木村課長。

木村産業経済課長 産業経済課の補助助成事業についてということで、9 月くらいにやっ

ていませんか。

平野委員長 わかりました。

それでは、商工会の説明が終わりましたので、質問を受けます。

福嶋委員。

福嶋委員 換金率が 99.7 ％ですよね。0.26 ％が戻ってこないと、換金されていなかった

と。これが、いままでの実績から見て多いのか少ないのか、原因が何なのか。12 月 31 日

を過ぎて出てきて、これはだめだからというふうなそういう経緯があるのかどうか。その

辺いままでの実績から踏まえてどういう捉え方でいくか、わかる範囲内で。

平野委員長 堺主査。

堺主査 この度の未換金額については、たぶん通常の商品券からすればかなり少ない額だ

と思われます。この少ない額の要因になったのは、12 月の上旬だったと思うのですけれど

も、商工会さんのほうから町の防災無線を使って、12 月末でプレミアム商品券の使用期間

が切れますよといった防災無線を流して、使用換金を行ったものが要因と思われます。

また、未使用のプレミアム商品券なのですが、法律上でいくと使用期間が過ぎても換金

はできます。ただ、お店での利用はできませんので直接、商工会のほうにお持ちいただく

といったところになります。

平野委員長 たぶん過去 3 回のプレミアムの中でもここまでパーセンテージが多いのはな

かったと思います。今回、期間も多かったのに他市町と比べてもすごいと思います。

その他ございますか。

竹田委員。

竹田委員 いまの商品券の関係で、町としての評価・検証については、ただことしの実績

と言うか 12 月末の成果をこうだよということでの資料をいただきましたけれども、町とし

てやはり商品券効果があったという評価なのか。たぶん、新年度の予算書を見ればまたぞ

ろ 1 億だとかという商品券の助成事業が計上しているかどうなのかではっきりするのです

けれども、やはり効果があったというものであれば、いまだったらできる事業。来年だっ

たらできないけど、ことしはできるという事業があるわけだから、その辺のやはりメリハ

リを付けた予算は考えなければならないだろうというふうに考えています。ですから、評

価等についてはこれは最終的には決算の頃までに、商品券 6,700 万円の効果がどうだった
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という部分が出ると思いますけれども、それをいち早く捉えないと新年度の予算に反映が

しないというふうに思うのです。ですから、現段階で予算編成を踏まえた町の考えがあれ

ば、副町長でもいいですから現段階でのコメントというか見解をお願いしたいと思います。

平野委員長 木村課長。

木村産業経済課長 今回の消費喚起プレミアム商品券事業につきましては、販売状況とか

あるいは使用状況を踏まえると、一定の効果というかいままでに比較するとかなりの効果

があったというふうに考えます。

また、換金状況なのですけれども、全体の利用割合の合計で会員店で 75.9 ％、大型店で

24.1 ％で記載しています。

一方で、この内訳の 1,000 円券・500 円券を見ると、1,000 円券は大型店も含めた共通商

品券なのですけれども、これの割合が 38.5 ％です。ですから、大型店で最大限使えるのが

38.5 ％にも係わらず、使用しているのは 24.1 ％ですから、大型店を巻き込んだことによ

って、小売店にもメリットがあったと。商工会会員店にもメリットがあったというふうに

捉えています。詳細については、業種ごとなりの資料をまだいただいていませんので、今

後分析させていただきますが、やりようによってはこれは地域経済に大きなインパクトが

あるというふうに考えています。

一方で、この事業につきましては、全国的にやったものですから、とてもアナウンス効

果があったというふうに思っています。ですから、個人の家庭で買ったほうがメリットが

あるよねという声が全国的に広がった中で、やはり販売状況も良かったですし資料状況も

良かったのではないかなというふうに考えています。これの特定財源は、事業着手の際に

話したとおり、地方創生交付金の先行型の交付金でございます。ですから、町としてはほ

ぼ自前の一般財源を投入しないで、できた事業です。次年度以降をやるというふうになれ

ば、基本は町の一般財源でどこまでできるのかということを考えていかなければなりませ

んので、これについては商工会のほうからは引き続いて継続してやっていただきたいとい

う要望はあるのですけれども、町の財政状況を踏まえた中で、ことしは当初予算は町長選

挙の関係で骨格予算ですから、その後の肉付け予算に予算計上するかどうかは財政当局、

あるいは理事者と相談しながら検討していきたいと思っています。以上です。

平野委員長 その他ございますか。

竹田委員。

竹田委員 確かに 27 年度の予算付けの部分の経過等は我々も把握をしていますけれども、

ただやはり商工会の要望書も我々もコピーをしたものをいただきましたけれども、その中

にも同様に入っているのですよね。ですから今年度、当初予算は骨格予算ですからそれは

当初では計上はないと思うのですけれども、やはり効果が上がるものであれば当然、大森

町政の肉付け予算の中で計上すべきだというふうに思っています。当然、前段議論したは

こだて和牛のブランド化の事業とやはり相見るのですよね。本当に効果があるのという部

分のそれが基本ですから、やはり効果があって町民が喜ぶというものはやるべきだとこう

いう考えでおりますので、これは 3 月の定例会の中では出てこないということですから、

そのあとの 5月頃の補正の中でのやはり議論になるのかなというふうに思っていますので、

その辺も含めて十分精査をお願いしたいと思います。

平野委員長 その他ありますか。
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（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、以上で木古内商工会については終わりたいと思います。

次に入る前に、若干の休憩を挟みたいと思いますが、2 時 10 分まで休憩といたします。

休憩 午後 2時 03 分

再開 午後 2時 10 分

平野委員長 それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

引き続き、新函館農業協同組合について、資料の説明を求めます。

木村課長。

木村産業経済課長 農林グループについて、説明させていただきます。

農業と農業協同組合の状況について。褐毛和種、これははこだて和牛の状況について。

きこりろの販売状況について。担い手養成とその支援について。そして、これらを踏まえ

た今後の農業振興についての方針を担当のほうから説明させます。

平野委員長 羽澤（真）主査。

羽澤（真）主査 産業経済課農林グループの羽澤です。よろしくお願いします。

それでは、私のほうから資料に基づいて説明をさせていただきたいと思います。

まず、資料 20 ページをお開き願います。

平成 27 年度の農畜産物の取り扱い状況ということで、記載させていただいております。

まずはじめに水稲についてですが、米につきましては近年では過剰作付や消費低迷等に

よる米価の低迷で、農業者については大きな不安を抱きながらの生産環境となってござい

ます。春先の好天によって出来秋に期待したところでございますが、作況指数 101 と平年

作にとどまってございます。しかしながら、ふっくりんこの低タンパク率が 46.2 ％と昨年

実績 38.3 ％を上回っている状況というようなことでございます。

そのような状況の中で米についてですが、年々生産数量目標というものが減少傾向にあ

りまして、これまで生産調整の対応としまして、備蓄米・加工用米に取り組んできてござ

いますけれども、27 年産からは飼料用米にも取り組んでおり、木古内町の水張面積の維持

・確保を図ってきてございます。

野菜についてでございます。平成 26 年の晩秋から野菜価格は低調で推移し、局地的に発

生している気象災害により生産現場は困惑した状況下となってございました。

生育状況につきましては、雪解けも早く春先から温暖な気候により作業が順調に推移し

まして、安定的な出荷となりました。

単価・生産量につきましては前年並み、または上回る結果となりまして、主力 3 品目で

ありますニラ・ホウレン草・トマトは良好に推移してございます。

続きまして、下段のほうにあります販売実績についてですが、ニラにつきましては単価

・数量ともアップしてございまして、26 年度との対比では 2,156 万 3,000 円の販売高増の

増となってございます。

ホウレン草につきましては、数量については、昨年と同程度の出荷量となってございま

すが、単価につきましては昨年は価格高で推移したのですけれども、出荷時期等の兼ね合

いもありまして、当地域におきましては単価増につながらなかったと聞いてございます。
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資料 21 ページ目をお開き願います。

続きまして、トマトについてでございます。トマトにつきましてもニラ同様、数量・単

価ともアップしてございまして、26 年産との対比では 911 万 7,000 円の販売高増となって

ございます。

主要 3 品目合計としましては、数量・単価ともにアップしておりまして、前年対比で 2,

970 万 8,000 円の販売高の増となってございます。

続きまして、酪農・畜産についてです。21 ページと 22 ページの下段の表を合わせてご

覧願います。

生乳につきましては、計画どおりの出荷量を確保してございまして、販売価格につきま

しては単価がアップしている状況です。それのことによりまして、計画以上の販売高にな

る見通しとなってございます。

個体販売につきましても、育成牛の販売頭数が計画を下回るものの初任牛・育成牛・経

産牛を含めた取り引きされた計画以上の販売高になる見通しとなってございます。

一方で、はこだて和牛を含めた肉用牛につきましては、過去に発生した口蹄疫などの家

畜伝染病、または震災、高齢化などの影響により全国的に減少しているというような状況

でございまして、高値で取り引きされている状況です。そのことから販売高につきまして

は、計画以上になる見込みになっております。

しかしながらとしまして、はこだて和牛につきましては、これまで相場に左右されるこ

となく安定した経営を図るために、地域内の一貫流通システムのもと、素牛の導入を行っ

ているところではございますけれども、当町を除く他地区においては褐毛和種が減少傾向

にあるという状況でございまして、素牛不足のために平成 27 年度は熊本県から素牛を導入

せざるを得なくなりまして、2 回導入しているというようなことでございます。このよう

な状況の中で、今後もはこだて和牛の振興をするためには生産基盤の強化が必要になって

くるということでございます。平成 27 年度につきましては、町も支援しておりまして、優

良繁殖雌牛導入事業により 10 頭の繁殖雌牛を導入してございます。今後も継続した支援を

行うことで、はこだて和牛の振興を図っていきたいと思ってございます。

資料の 22 ページ目の平成 27 年度の木古内支店の実績見込みにつきましては、前段説明

してございますので、お目通しお願いしたいと思います。

続きまして、23 ページ目をお開き願います。

こちらにつきましては、平成 27 年度における木古内町の補助・助成事業の進捗状況につ

いてでございます。

（1）としまして、平成 27 年度の褐毛和種優良繁殖雌牛導入事業について説明いたしま

す。

この事業につきましては、前段説明しましたとおり現在、当地区を除く他地区において

褐毛和種が減少傾向にあるということから、現在の生産頭数を維持するために、道内外の

他地区から肥育素牛を導入せざるを得ない状況にあるということから、今後もはこだて和

牛の安定生産を継続するために、生産基盤の強化が必要な状況であるということから実施

してございます。

導入実績としましては、平成 27 年度において 10 頭の優良繁殖雌牛を導入してございま

す。8 頭が熊本県から、2 頭が町内の優良繁殖雌牛を導入してございます。導入価格につき
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ましては、税込みで 542 万 3,760 円となってございまして、負担額については町で 70 万円、

ＪＡで 35 万円、生産者で 337 万 3,760 円となってございます。

資料の 24 ページ目をお開き願います。

こちらにつきましては、平成 21 年から 23 年度に実施しております、同じく褐毛和種優

良繁殖雌牛導入事業の経過でございます。

こちらにつきましては、分娩実績と格付け成績ということで、導入牛から生まれた子牛

の実績を掲載させていただいております。集計したものを掲載されておりませんけれども、

すみませんけれども口頭で説明をさせていただきます。

これまでに 139 頭導入牛から子牛が生まれておりまして、現在枝肉として出荷されてい

るのは 63 頭でございます。Ａ 3 で 32 頭、Ａ 2 で 27 頭となってございます。出荷比率につ

きましてはＡ 3で 51 ％、Ａ 2で 43 ％となってございます。

下段の表につきましては、導入牛事業で導入した牛以外も含む全体の格付けごとの出荷

頭数と比率になってございます。全体では、平成 27 年度実績で出荷頭数 223 頭、うちＡ 3

が 120 頭で比率が 53.9 ％、Ａ 2 が 87 頭で比率が 39 ％となってございます。徐々に平成 2

1 年度から 23 年度までに導入した繁殖雌牛の効果が現れておりまして、枝肉成績の向上に

つながってございます。

資料 25 ページをお開き願います。

こちらにつきましては、きこりろの売上げ状況について記載させていただいております。

こちらの事業は平成 25 年にきこりろの移転の際に町も支援して、駅前に店舗を移転し営業

してございます。

移転以降、売上げは右肩上がりで順調に良くなってきてございまして、平成 27 年度につ

きましては 973 万 483 円の売上高を計上してございます。

今後は、3 月に開業します新幹線の効果、または道の駅の効果により、さらなる集客の

増加、売上の増加につながることを期待してございます。

資料 26 ページをお開き願います。

こちらにつきましては、担い手就農についてということで、上段に記載させていただい

ております。

担い手につきましては、昨年 6 名のかたが後継就農している状況でございます。町とし

ましては、一次産業後継者支援事業に加えまして、担い手育成研修支援事業ということで、

昨年から担い手養成講座というＪＡが主体で取り組んでおります講座への支援をし、次世

代を担う農業後継者の育成を図ってございます。昨年、取り組みました担い手養成講座の

内容につきましては、記載のとおりとなっておりまして、4 月 9 日の開講式からはじまり

まして、先進地への視察研修や法人化・農地法などの研修等を行いまして、担い手の育成

を図ってございます。

最後になりますけれども 4番として、今後の農業振興についてということでございます。

ＪＡ新はこだてにつきましては、以下の 6 点について重点的に取り組んで、今後の農業

振興を図っていくこととしてございます。

1 点目につきましては、はこだて和牛のさらなるブランド化の確立図るための格付け成

績の向上に向けた取り組みの実施。2 点目につきましては、米についてです。良食味米生

産に向けた、低タンパク米比率の向上に向けた取り組み。3 点目につきましては野菜関係
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ですけれども、施設野菜の規模拡大を図った上で、高品質・高収量栽培に向けた取り組み

を図ると。その他としまして 4 番・5 番・6 番なのですけれども、継続した担い手の育成と

鳥獣被害防止対策を講じるとともに、平成 28 年度からの実施予定の土地改良事業による用

排水、ほ場整備を実施した上で、高品質の作目生産に努めていくということとしてござい

ます。以上でございます。

平野委員長 資料の説明が終わりましたが、きょうの産業経済課の最初にはこだて和牛ブ

ランド化推進事業についてある程度質疑が出されましたので、はこだて和牛について今回

も資料が載せておりますけれども、先ほどと重なるような質問は避けてください。

それでは、各委員より質問を受けます。

福嶋委員。

福嶋委員 最初の内容については存じありませんけれども、この表を見ていま感じたこと

は先ほど又地議長も話したとおり、農家戸数も何も書いていないのですよね。だから、農

産物と畜産物の合計の所得が 7 億 7,600 万円。そうしたら、農家戸数で割ったら 1 戸の農

家の収入が平均いくらなのだと。その中で総収入と所得の割合が何パーセントで、どのく

らいの実質の農家のあれがあるのだというふうなことが見えてこない。その辺が必要だと

思います。

もう一つは、ニラの成績が非常に良いのだよね。去年から見れば同じ 2 戸で 2,000 万円

も増えている。この効果を出すためにもっと工夫をしてもっと増やせれば、知内が 11 億だ

ったというふうなことで 70 何戸あるそうだけれども、それを見て我が町は 2 戸よりないで

しょう。なぜ 2戸よりできないのかというふうなことをちょっと聞きたいです。

平野委員長 2 点についてですが、戸数等については以前も資料みたいなものを添付して

いたこともあったと思うのですけれども、毎回口頭でしたか。資料は出せますか。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 2時 24 分

再開 午後 2時 26 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

それでは、福嶋委員の質問に対しての答弁を求めます。

羽澤（真）主査。

羽澤（真）主査 ニラの農家戸数ということなのですけれども現状、水稲農家につきまして

は 23 戸、ニラ農家が 2 戸、ほうれん草農家が 7 戸、トマト農家が 7 戸、乳牛を飼養してい

る農家が 10 戸、肉牛が 8 戸ということになってございます。合計で 57 戸です。ただ、う

ちの場合は複合経営になってございますので、そういった部分で重複している部分がござ

いますので、販売農家としては 40 数戸というような状況でございます。

平野委員長 木村課長。

木村産業経済課長 ニラの 2 軒だけを見ると比較的に生産高が上がっているというような

状況です。これについては、諸条件はいろいろあるのですけれども、一昨年が全体で 9 億

8,000 万円がことし消費税を抜いて 11 億 7,000 万円ということで、かなりの成績が良くな

ったということです。
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一方で、先ほども言いましたけれども、コストとしてどうなのかということを考えれば、

これは個々の農家の考え方の中で、実はニラはかなり手間暇がかかるということで、木古

内もそうなのですけれども、家族経営プラスかなりのパートを雇用しています。人件費と

いうのはかなりの比重になっていますので、少し数字としてはちょっとないのですけれど

も、要は純利益です。純利益としてニラはあまり高いほうではありません。ですから、そ

こを踏まえてでも主産業・主作物ということでやっていきたいというところがあれば積極

的に協力していくわけですけれども、一方でやはりほかの作物をやっているかたにすれば、

いままで慣れているものもあるしと言うことです。

ご承知のとおり、着手して 1・2 年で成果が出るということではありませんので、これは

やはりそれぞれの作物の特徴・特色があって、さらにそれぞれの農業の経営形態がありま

すので、それを踏まえた中で展開していっているということです。

施設野菜については、木古内町においてもハウスの助成事業を行っていますので、拡大

するとか新規にやりたいということであれば、いままでどおり継続して支援していきたい

と思っています。以上です。

平野委員長 福嶋委員。

福嶋委員 いまニラの状況について、去年知内の生産のところに行って視察をしてきまし

た。新しい機械を入れて 5 億にわたる国の補助金を使ってやりたいと。いま話したように

人件費、経費がかかると。磯の所得率があまり高くないというふうなことはわかるのだけ

れども、あれだけの施設を一回整えて更新する時期にきたと、5 億くらい近くかかるのだ

と。だけれども、国の補助金と起債を含めれば大した負担ではないと。長い目で見ればそ

のほうが有利だというふうな話だったのだけれども、その後の経過はいまの関連について

どう考えているのか、どうなったのか。

平野委員長 木村課長。

木村産業経済課長 去年、施設の整備更新が必要だということで、皆様方に現地視察をし

ていただきました。その間、整備の内容について、さらに精査してございます。

いま段階では、農協が事業主体で整備する金額が消費税・外構抜きで、6 億 5,000 万円

です。およそこの半分が 2分の 1が国から補助をいただけるということで、2月

くらいに見通しが立ちます。その残についていくらもつかということで、知内町が 71 戸の

うちの 69 戸が知内町なものですから、知内町がどのような考えるかということで、考え方

は伺っています。知内町の考え方に基づいて、木古内町についても支援していきたいとい

うふうに考えています。新年度予算の肉付け予算です。そこには予算要求をしていますの

で今後、そこで詳細について明らかにしていきたいと思います。

平野委員長 そうしますと、いまの新しい施設にお金をかけて当然木古内も出すというこ

との意味が、農家さんのパート代金だったりのコストを大幅に削減できるという部分はあ

るわけですよね。というような視察に行った時に話を伺ったのですけれども、そうするこ

とによっていま言われた 2 戸しかやっていない理由がそういう生産コストもかかるのだよ

という部分もだいぶ解消されると思うのです。そうなった時に、実際数字を見ると 2 戸で

これだけの販売量があるわけですから、正直知内さんの特産品であるニラに木古内町が乗

っかっているという部分で、自信としてはあまり気持ちはあれなのですけれども、農家さ

んの安定収入の部分を考えると、その施設ができることによってニラの生産をもっと推奨
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してやることが農家さんの安定収入につながるのではないのかなと、パートさんのコスト

とかも削減できるということによって。なので、いま福嶋委員が言ったように今後、ニラ

を木古内町でもっともっと生産していくと、農家さんの安定収入のことを考えると行政と

してもバックアップを声かけだったり相談とかしていくべきだなと私は思うのですけれど

も、次年度以降は予算の部分を含めて、その施設の細部が進むことが決まりましたら、そ

のことを踏まえて進めていただきたいと思います。

平野委員長 木村課長。

木村産業経済課長 ニラに限って言えば、この施設の建築費の特定財源の部分です。それ

は、生産者の共選手数料で今後賄っていくということになります。ですから、正確な金額

は忘れましたけれども、いま例えば 60 円だとしたら今後 80 円とかいただいていることに

なります。

一方で、委員長がおっしゃったようにパートの人件費というのは減りますから、それが

ニラの共選手数料にシフトしていくということになります。

そういうことを踏まえた中で、何の作物が良いかというのは個々の農家の考え方と、あ

ともう一つは当然新規作物にいくとなれば新規投資も必要ですから、多かれ少なかれ必要

ですから、それはＪＡと相談しながら営農計画なり経営改善計画なりというのがあります

から、それに則ってそれぞれが判断していくことの前提で、町としては様々な方向性につ

いて考えていきたいと思います。当然、ニラの共選施設をいま改修すれば今後 30 年とか使

うわけですから、私達としてもやったけれどもやはり切り替えますとかということでは困

りますので、それはきちんと対応していきたいと思います。

木古内だけを見れば良い数字なのです。ただ、これは 2 件ですからあくまでも統計的に

サンプルとしてはなかなか厳しい。数字的に言えば 1 軒が 3,500 万円、もう 1 軒が 1,500

万円です。3,500 万円を売上しているかたは、5 年から 6 年この間、血の滲むような努力で

やってきていただいています。もう 1 軒は新規就農で、回りのかたがいろいろサポートし

てくれて、去年は売上が 700 万円くらいだったのが、これはハウスの増棟とかした中で、1,

500 万円に飛躍的に増えています。ですから、そういう苦労をしてでも規模拡大していき

たいというかたもいらっしゃいますし、やはり身の丈にあった着実な経営をしていきたい

というかたもいらっしゃいますので、そこはご理解いただきたいと思います。

平野委員長 その他ございますか。

佐藤副委員長。

佐藤副委員長 27 年度の農畜産物取り扱い状況の中でですが、特に水稲につきましては、

我が町の基幹作物であるというようなことでございますが、昨年度の数字を見る限りでは、

低蛋白が 46.2 ％と若干管内よりは良い成績だというふうに思うわけですが、やはり我が町

としては基幹作物である水稲が低蛋白の比率が 50 ％以上に考えていかなければならないの

ではないかというふうに考えられます。

そのためには何必要だかと言いますと、やはり木古内町の水田を見ますと、水はけがあ

まり良くないと。大まかにそういう土地条件でございますので今後、土地改良事業をどの

程度考えておられるかちょっとお伺いしたいと思います。

平野委員長 木村課長。

木村産業経済課長 農業の状況の後の議題として、土地改良事業について説明させていた
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だきますので、そちらのほうで詳細を述べたいと思います。

平野委員長 その他ございますか。

鈴木委員。

鈴木委員 25 ページのきこりろについてです。平成 27 年度営業日数 164 日で、売上が約 9

73 万円と。1 日あたりが約 6 万円弱と。あの店舗の大きさで 1 日 6 万円を売り上げるとい

うのは、本当に素晴らしいなと思います。

今後、新幹線開通とともに地元住民ならず、観光客のお客様もきこりろに寄ってくれる

のではないかという期待がある中で、もちろん道の駅が近くにありますので、1 点目が道

の駅との連携。

2 点目が、観光客のお客さんが例えばじゃがいもですとかかぼちゃですとか重たい野菜

もございますので今後、観光客のお客さんが手ぶらで帰ってもらえるために、きこりろも

荷物をそこから送るとか何かそういう売上向上のための方策も考えれば、この売上が倍以

上になるのではないかなと私は個人的に資料を見て思ったわけでございますが、その辺に

ついていまのところのお考えをお願いいたします。

平野委員長 木村課長。

木村産業経済課長 昨日きこりろの第 3 回の定期総会がございました。町長とともに私も

参加させていただいています。売上が年々増えているということで、数字的に出ています。

次年度も 970 万円を目標に、できれば 1,000 万円くらいいければなということだったの

ですけれども、事業計画予算としては 970 万円ということでございます。

道の駅との連携について、きこりろのほうは「こういうことをすれば」というのはいま

は想定していないのですけれども、道の駅のセンター長と今後相談して、駐車場でのテン

ト市とかタイアップしてのキャンペーンとかをやっていきましょうということでは方向性

は確認をさせていただいています。

それと、観光客を含めた買い物客への対策ですが、郵便局と協定して配送料を大幅に低

減しています。郵送の分は、たぶん半額近くになっていると思います。これも継続してや

っていきたいということで確認をしています。

また、今後ほかの運送業者なりとタイアップできればより良いのかなというふうに思い

ますし、町内客に対してはきこりろが無償で配達厚意を行っています。これは、やはりな

かなか持って行くのが大変なかたとかもいらっしゃいますので、それぞれ当番があるので

すけれども、その方々が適宜やりましょうということで確認をしています。以上です。

平野委員長 その他ございますか。

私からちょっと 1点なのですけれども、ことし観光交流センターがオープンした関係で、

私が長年希望をしていました木古内産の 100 ％のお米というのが市場に出ることになりま

した。観光交流センタープラス観光交流センターに委託している公益公社の社員の店舗で

一部販売しております。

ここにも数字で出ているとおり、渡島平均よりも蛋白のパーセンテージが多く米が良質

だということは以前から言われていて、この数字が本当にいいのかどうなのか詳しくはわ

かりませんけれども、実際食べるとすごい美味しいのですよ。びっくりするぐらい美味し

いのです。ここにいる委員も農家さん 3 名いらっしゃいますので、それぞれ自分のところ

のお米を食べていると思いますけれども。この木古内産のお米は、はこだて和牛はもちろ
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んなのですけれども、木古内町のお米はどこでも作っていますけれども、特に美味しいと

いうことで特産品になり得ると私自身は思うのです。ただ、いまようやく市場には出て一

般の人は買えるようにはなったのですけれども、これはＪＡさんの協力の下、本来は渡島

産としてのふっくりんこで出すのが木古内の分を分けて、木古内産 100 ％ということにし

ていただいているのですけれども、ラベルについても米の袋についても木古内独自のもの

ではありません。我々販売の店舗には、通常のふっくりんこよりも高い価格で入ってきま

す。ただ、その中で高く販売するとお客さんに申し訳ないということで、統一価格を決め

て安価な価格で売っております。その結果、地場の販売店の利益が非常に少ないという現

状です。ただ、我々販売員として以前から言っているとおり、地産地消の観点から地元の

米をいかに町民に食べてもらいたいということで、利益率が少ない中でも何とか販売して

いるのです。そこで、木古内のお米を今後も町民のかたはもちろんですけれども、市場に

出して「こんなに美味しいのですよ」ということで進めていくためにも、例えばパッケー

ジの助成だとか仕入価格の助成だとか、町として何らかの策を今後考えていけないでしょ

うか。助成の部分の前に、まず木古内のお米をＰＲしていくという腹づもりが行政側とし

てどのように考えているかという部分があればお伺いしたいのですけれども。

木村課長。

木村産業経済課長 いま平野委員長がおっしゃったのは、450 ｇ入りの小袋だと思います。

私が認識しているのは 450 ｇのパッケージで木古内産ということで、これは農協のほう

でライスセンターのほうでことし新幹線の開業記念ということで、北斗市と木古内と知内

と 3 か所の 3 町を明確に分けて観光客に配付してやって、お金はかかりますけれども 450

ｇで 450 円くらいだったと思いますけれどもやっています。

もしそれでないとすれば、木古内産と謳っていませんよね。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 2時 48 分

再開 午後 3時 02 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

木村課長。

木村産業経済課長 様々な各関係団体の状況はあるにしても、町としては地産地消の観点

から販売できる方向を探って農協に要請をしていきたいと思います。以上です。

平野委員長 その他質問がないようですので、新函館農業協同組合についてを終えます。

3 ．その他

・道営土地改良事業（木古内地区）について

平野委員長 以上で、事前に配付した資料の調査項目は終わりましたが、皆様にご連絡の

とおり、その他ということで追加資料が出ておりますので、道営土地改良事業（木古内地

区）について、こちらの説明を求めます。

羽澤（真）主査。
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羽澤（真）主査 それでは、私のほうから追加資料ということで、平成 28 年度から実施予定

の道営土地改良事業の木古内地区についてということで、説明をさせていただきます。

資料を基に説明をさせていただきます。まず、資料の 1ページ目をお開き願います。

木古内町につきましてはこれまで、道営土地総合整備事業、並びに道営中山間総合整備

事業、または各種団体営事業等々により一次整備を契機に、各系統ごとの用水が整備され

てございます。しかしながら整備後 15 年近く経過してございまして、施設の老朽化による

用水路の漏水や水量不足だとかの問題に加えて、転作作物への漏水による湿害被害が起き

ている状況だということでございます。

また、排水路につきましても法面崩壊やほ場の暗渠排水の機能低下による湿害が生じて

いる状況でございます。地域におきましてはこれまで、関係団体や農業者と議論を重ねて

きまして、用排水路に加えほ場整備を実施するということで、協議をしてまいってきてご

ざいます。この整備をすることによって、生産性の向上並びに農作業の効率化が図られま

す。図られることで地域農業の振興を今後も促進していくということで、平成 28 年度から

土地改良事業を予定してございます。

土地改良事業の名称につきましては、農業競争力強化基盤整備事業の農地整備事業経営

体育成型という事業でございまして、こちらの事業で実施することとしてございます。

事業の内容につきましては、地区の全体事業費が 3 億 4,000 万円、内訳につきましては

区画整理で 8,600 万円、用水路 8条及び排水路 2条で 2 億 5,400 万円となってございます。

予定工期につきましては、平成 28 年度から平成 32 年度までの 5 年間を予定してございま

す。

事業の基本補助と負担軽減策ということで記載をさせていただいておりますけれども、

基本補助率につきましては国 55 ％、道 32.5 ％、地元 12.5 ％となってございます。

この事業を実施するにあたって負担軽減策というものもございまして、ハード事業実施

中における農家負担分につきましては、担い手育成農地集積事業という事業を活用するこ

とで、無利子資金の貸し付けが可能となる。また、事業完了後に一定の要件を満たすこと

で、ハード事業における国の基本補助率 55 ％のほかに、中心経営体農地集積促進事業（促

進費）ということでこの事業が実施可能となりまして、この促進費を活用することによっ

てさらなる農家負担軽減が可能となります。

工種ごとの事業費につきましては、下段の表のとおりとなってございますので、お目通

しを願いたいと思います。

2ページ目をお開き願います。

こちらにつきましては、年度別事業実施計画を記載しておりまして、平成 28 年度につき

ましては、測量設計費で 5,000 万円の事業を予定してございます。

事業費負担区分につきましては、1 段目の事業計画の下の 1 段目の基本補助の場合とい

う表でございますけれども、3 億 4,000 万円の総事業費に対しまして、国が 55 ％で 1 億 8,

700 万円、北海道が 32.5 ％で 1 億 1,050 万円、地元負担で 12.5 ％で 4,250 万円となって

ございます。

前段で説明したとおり、この事業につきましては促進費という事業が活用できるという

ことでございまして、この事業は先ほども申し上げたとおり、事業完了後に中心経営体へ

の農地集積率を向上させることで最大で 8.5 ％、促進費の国費率は 55 ％なのですけれども、
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その助成を受けられることになります。当地域につきましては、促進費を活用しまして事

業実施することとしてございます。その促進費を事業が活用することで、地元負担が事業

費の 12.5 ％の 4,250 万円から 7.825 ％の 2,660 万 5,000 円に軽減されることになってござ

います。

3ページ目をお開き願います。

木古内町における負担試算（案）ということで、担当課のほうで試算案を記載してござ

います。

①から③まで工種ごとに分けて負担（案）記載してございます。①の用水路整備と②の

排水路整備につきましては、促進費を活用し、補助残分の 7.825 ％の地元負担分を町で負

担するというような試算をしてございます。この用排水路につきましては、排水路はもと

より、用水路につきましても道路の雨水だとか山からの沢水の受け皿となっているという

部分で、公共的な役割もはたしてございます。このことからこの部分につきましては、町

で負担したいというような思いで作ってございます。

ほ場整備については、自農地の機能改善だとか価値向上につながりますので、この部分

につきましては促進費の国費補助残分の 3.825 ％は農家負担で負担していただき、残りの

4 ％を町で負担するということで積算してございます。これら工種ごとに試算しますと、

国で基本補助の 55 ％と促進費相当分の 8.5 ％のうち 55 ％の国費負担分を足して、2 億 289

万 3,000 円、道につきましては 1 億 1,050 万円、町で 2,331 万 7,000 円、農家で 329 万円

というような負担区分となってございます。

ただし書きとしまして米印でありますけれども、促進費を活用する場合につきましては、

事業完了後に要件達成を確認の基に交付されることとなっておりますとともに、農家負担

軽減対策としてこの事業を実施されておりますので、事業実施期間中につきましては、単

年度ごとに事業費の支払いが生じてくるのですけれども、促進費相当分の 8.5 ％につきま

しては農家が一度負担していただくというようなことになりまして、事業完了後に国また

は町負担分を農家へ交付するというような形になっていきます。

最後に、平成 28 年度の負担予定額ということで記載させていただいております。前段で

5,000 万円というような事業量の予定でしたので、その負担を各負担率に合わせて算出し

ますと、国で 55 ％で 2,750 万円、北海道で 32.5 ％で 1,625 万円、農家につきましては促

進費ということで活用する際先ほども申しましたとおり、事業実施中は農家負担というこ

とで一時的に払っていただくということで 8.5 ％分の 425 万円、町につきましては残りの

4％で 200 万円というようなことになってございます。

4 ページ目につきましては今回、小さくて見づらいのですけれども 28 年度から 32 年度

で実施します用水路・排水路の整備箇所、また、ほ場整備の箇所の図面となってございま

すので、こちらのほうはお目通し願いたいと思います。以上でございます。

平野委員長 説明が終わりました。

質問はございますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、産業経済課の全ての調査事項が終了しましたので、以上

で産業経済課については終わります。

お疲れ様でした。
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暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 3時 14 分

再開 午後 3時 14 分

・道内町村（広域）と東京 23 区との連携事業の取り組みについて

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

それでは、その他ということで 1点副町長から、道内町村と東京 23 区との連携事業の取

り組みについて説明がございます。

副町長。

大野副町長 皆さん、お疲れのところを大変申し訳ございません。追加ということで、出

させていただきました。

タイトルにつきましては、道内町村と東京 23 区との連携事業の取り組みについて。都市

と農林漁村等連携促進交付金対象事業、この事業のキーポイントは広域ということがキー

ポイントになります。あとで出てきますけれども、事業自体は平成 27 年度から取り組んで

いる地方創生事業に合致する事業ということで、東京が一極集中している中で地域に東京

から移転してもらう。そういったきっかけになる事業ということで、北海道の町村がまと

まって広域化をして東京 23 区の特別区と連携をする。これは物販であったり人の移動、そ

ういったものを実施する事業ということで昨年の 7月から北海道町村会、そして北海道庁

が連携して事業を起こしたものでございます。渡島町村会としてどういう取り組みをして

きたかということで、きょうは報告をさせていただきます。

1点目の連携事業の目的なのですが、渡島町村会と江戸川区、ここで 23 区の特別区の中

で江戸川区との連携ということで、進めるまとめになっています。江戸川区は、人口が 60

万人ほどいる東京 23 区の中でも人口の多い区となっています。地域ＰＲや物産展の開催、

体験観光や修学旅行の誘致など交流人口の拡大などで、お互いを補完し合いながら地方創

生を進めていくということで、道町村会そして北海道が用意をしている資料というのが別

紙 1・別紙 2 ということで付けさせていただきました。

いまの事業の目的のところを言いましたけれども、別紙 1のところには同じような目的

の内容が記載されています。想定される地域間連携ということでは、北海道町村会と特別

区長会 23 区です。そして、北海道が資金面でのバックアップをすると。タイトルにありま

す都市と農林漁村等連携促進事業ということで、北海道が財政支援をするというふうにな

っております。

下のほうに対象事業が記載されています。例として書いているのが、地域ＰＲ、企業誘

致、移住促進などというふうになっています。交付対象者は、複数の市町村で構成される

協議会。複数の町村ですから渡島はこれから説明しますけれども、4町村でいままとまっ

ています。檜山のほうは檜山町村会全てが一本になって、大田区と連携事業を進めるとい

うのが既に報道されております。交付金額については、プロジェクトの実施に係る経費の

2分の 1、上限額は 600 万円。ですから、1,200 万円の事業をやると 600 万円の補助が受け

られる。その事業というのは地域ＰＲ、物販であったり人の移動です。そういった事業を
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組み合わせることによって、1,200 万円で 600 万円の交付金。残りの 600 万円は 3か団体、

構成町で負担し合うということになります。

それで別紙 2のほうには、これは今月の 10 日すぎなのですけれども、やっと渡島町村会

の中で協議をしていって、江戸川区との連携をしましょうという話をする中で、「参加をし

ますよ」というふうに手を挙げたところが複数になったと四つになったということで、道

町村会のほうに申請がいまできたということで、本日皆さんに報告をさせていただくとい

うことになりました。

それで 1枚目に戻っていただきたいのですが、江戸川区とのマッチングについては、木

古内町が提案をしています。うちの町長が渡島町村会の副会長を担っているということで、

北海道町村会の会議に出席をし、知事ですとか町村会の常務のほうから「町村会の渡島を

含めて、14 町村会の代表にぜひ 23 区のどこかとマッチングをしてくれ」とこういう呼び

かけがあったものですから、木古内町としてはこれも姉妹都市の鶴岡市さんを経由しての

話なのですが、鶴岡市と江戸川区が友好町という連携をしていることもありましたので、

渡島町村会の役員会の中で、うちの町長が江戸川区に声をかけてみたいということで承認

をいただき声をかけ、12 月に江戸川区のほうからも職員がやってきまして、「連携につい

て前向きに受け止めたい」とこういう返事をいただきその後、町村会の中で参加町を募っ

てやっと 4町がまとまったということで取り組みができるようになりました。

もちろん取り組むと言っても予算付けをしていかなければなりませんので、これについ

ては 27 年度末にきていますからやれる事業というのがなかなかなくて、北海道庁もそうで

すし町村会も 27 年度については物販での交流、あるいは観光ＰＲのプレゼンそういったも

のでもいいですよということでしたので、江戸川区と話をしたところこれもまた鶴岡市さ

んからの援助なのですけれども、4枚目のほうに寒鱈まつりということで、鶴岡で 1月に

やっている日本海寒鱈まつりを鶴岡市の東京事務所が主催して 2月 11 日に行われるという

ことになっておりますので、そこに急遽だったのですけれども物販のブースも 1箇所空け

ていただけるということで、当町から 7名ほど物販で行く予定をいま立てております。

また、七飯・森・鹿部参加のほかの町からも職員が行きまして、寒鱈まつりに参加をし

物販を行い、交流をしてくる。木古内町としては、3月 26 日の開業日前にぜひ新幹線開業

ということをＰＲしてきたかったものですから、2月のこの事業に参画をしていきたいと

いうことで進めております。

3番目の連携事業なのですが、いま言いましたように 27 年度は観光ＰＲの物販だけに留

めるのですが、28 年度以降につきましては木古内町がたたき台をいま出しているのですけ

れども、観光物産フェアをやったり広域観光ツアー、あるいは教育旅行、これは修学旅行

も含めて。そして、移住定住体験事業、スポーツ文化交流事業などを検討中であります。

これは、いま四つの町の枠組みなのですけれども、ここのまとまりが案ができた時にはさ

らにほかの町にもう一度参加を呼びかけまして、多くの自治体で一緒に取り組んでいきた

いというふうに思っています。

予算なのですが、最初に 2ページのほうで説明しましたように、1,200 万円程度の事業

で 600 万円の補助金はいただけますので、残りの 600 万円についてはいまのところは各町

の負担、3か町の負担ということで進めてまいります。ことしの寒鱈まつりにつきまして

は、約 100 万円の費用がかかるというふうに計算をしておりますので、これも 2月 8日に
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開催される臨時議会には提案をしたいと思っております。ただ、いきなりの提案では議員

の皆さんに理解をしていただくのに時間がかかるだろうなというふうにも思ったものです

から、きょう時間のない中で説明をさせていただきました。

江戸川区の多田さんというのですけれども、この区長さんは木古内からの訪問に対して、

非常に前向きな捉え方をしていただいていまして、「ぜひ江戸川区民まつりに来てください、

広域でなくてもいいですよ」と。江戸川区民まつりというのは、区の職員のかたが自称で

言っていましたけれども、50 万人のお客さんが来るそうです。そういったところに木古内

町が参加できるというこういったメリットもあるというふうに思っておりますので、向こ

うから交流で人に来ていただいて定住にもつなげていければなというふうな。これは、も

うピンポイントにそこに絞って事業ができるというふうに思っていますので、ぜひご理解

をいただきたいということで提案をさせていただきます。以上です。

平野委員長 こちらはいま副町長の説明にもありましたとおり、2月 8 日の臨時議会で補

正として上がってきます。その際に、例えば内容の 100 万円の内訳だとかそういう細かい

資料も当然付いてくるのですよね。そのようなことで質疑は 2月 8日の臨時議会内であれ

ばしていただくということでお願いいたします。

大まかな内容については理解はしましたか。

（「はい」と呼ぶ声あり）

平野委員長 それでは、行政側の報告・説明は以上になりますので、副町長、木村課長、

お疲れ様でした。

それでは、以上をもちまして、第 10 回総務・経済常任委員会を終了させていただきます。

お疲れ様でした。

説明員：大野副町長、若山建設水道課長、福田まちづくり新幹線課長、小池主幹

岩本主査、村上主査、小西主任、木村産業経済課長、堺主査、羽澤（真）主査

吉田主事

傍 聴：菊池

報 道：なし

総務・経済常任委員会

委員長 平 野 武 志


